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【基準・解釈通知一覧】 

項目 種類 名称 凡例 

人員・設備・運営 基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準 

（平成 11年厚生省令第 37号） 

居宅基準 (※) 

 

解釈通知 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービ

ス等に関する基準について 

 （平成 11年老企第 25号） 

基準解釈通知 

介護報酬の算定 基準省令 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準 

 （平成 12年厚生省告示第 19号） 

居宅算定基準 

解釈通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て 

（平成 12年老企第 36号） 

居宅算定基準留

意事項 

※ 指定基準は平成２５年度から熊本県又は熊本市の条例で各々定められましたが、本冊子においては

基準省令の条項で記載しています。 
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 第１章 訪問介護とは     

 

【訪問介護とは】 

○ 介護保険における訪問介護とは、居宅要介護者に対し、その居宅において行われる日常生活上

の世話をいう。 

この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅（老人福祉法 （昭和三十八年法律

第百三十三号）第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項 に規定する有料

老人ホーム（第十一項及び第二十一項において「有料老人ホーム」という。）その他の厚生労働省

令で定める施設における居室を含む。以下同じ。）において介護を受けるもの（以下「居宅要介護

者」という。）について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの（定

期巡回・随時対応型訪問介護看護（第十五項第二号に掲げるものに限る。）又は夜間対応型訪問介

護に該当するものを除く。）をいう。 

介護保険法第 8条第 2項 

 

【サービス提供の場所】 

○ サービス提供場所は利用者の居宅が原則であるが、次の施設の居室においても訪問介護の提供

が認められている。 

  ・養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４） 

  ・軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条の６） 

  ・有料老人ホーム（老人福祉法第２９条第１項） 

法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）

第二十条の四に規定する養護老人ホーム（以下「養護老人ホーム」という。）、同法第二十条の

六に規定する軽費老人ホーム（以下「軽費老人ホーム」という。）及び同法第二十九条第一項に

規定する有料老人ホーム（以下「有料老人ホーム」という。）とする。 

介護保険法施行規則第 4条 

 

○ 「居宅」については社会通念上の居宅を指すものであり、実質的に「施設」に該当するものにつ

いては、上記の施設を除き「居宅」には含まれない（したがって介護報酬の支払対象外となる）。 

【問】 ケア付き住宅、宅老所等と称しながらも、一室に多数の高齢者を収容し、或いは極めて狭

隘な個室に高齢者を収容した上で、同一施設内や近隣に設置した指定訪問介護事業所等から

居宅サービスを提供している事例があるが、このようなサービスの形態も介護保険の対象と

して認められるものなのか。 

【答】 

 １  介護保険法においては、「訪問介護」を始めとする居宅サービスは、「居宅」と「軽費老人

ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室」において行われ

ることとされ、これらにおいて指定居宅サービスを受けた費用について保険給付が行われる

こととなる。 

 ２  ここで省令で定める施設を居宅に含めている趣旨は、いわゆる施設に相当する場所に所在

する要介護者等についても、居宅に準ずるものとして一定の水準にある施設に居住する場合
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には、通常の居宅と同様に保険給付の対象とすることを目的とするものである。  

 ３  即ち、「居宅」の範囲については、特段の数値基準等による定義を置いていないものの、

法文上、当然に社会通念上の居宅を指すものであり、実質的に「施設」に該当するものにつ

いては、居宅に含まれる施設として省令で定められた軽費老人ホームと有料老人ホームを除

き、「居宅」に含まれないこととなる。 

 ４  従って、いわゆるケア付き住宅等と設置者が称するものであっても、 

  ・どのような生活空間か 

  ・どのような者を対象としているか 

  ・どのようにサービスが提供されているか 

   などといった観点も踏まえつつ総合的に判断して、「施設」としての実態を有していると認

められる場合には、上述の省令で規定する施設に含まれないものである以上、介護保険でい

う居宅サービスには当たらず、居宅介護サービス費の支払対象外となる。 

介護保険最新情報 Vol.123(平成 14年 3月 19日) 

 

○ 通院・外出介助については、居宅におけるサービスを含む一連のサービスとみなしうることが

必要であり、居宅以外でのサービス行為のみをもって訪問介護費の算定はできない。 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅

以外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居

宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）

院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地

（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外におい

て行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもって

して訪問介護として算定することはできない。            居宅算定基準留意事項 

 

【サービス提供を行う者】 

○ 以下の者が行うサービスが、指定訪問介護として介護報酬の対象となる。 

・ 介護福祉士 

・ 介護員養成研修介護職員初任者研修課程修了者 

・ 介護員養成研修介護職員基礎研修課程修了者 

・ 介護員養成研修１級課程修了者 

・ 介護員養成研修２級課程修了者 

・ 生活援助従事者研修修了者 

法第八条第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号

に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者（以下この条において「養成研修

修了者」という。）とする。  

一 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事  

二 都道府県知事が指定する者（以下この条において「介護員養成研修事業者」という。）の行う

研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの

（以下この条において「介護員養成研修」という。） 当該介護員養成研修事業者 

介護保険法施行令第 3条 
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【訪問介護の内容】 

○ 訪問介護の内容は以下のとおりである。 

・ 入浴、排せつ、食事等の介護 

・ 調理、洗濯、掃除等の家事（単身世帯又は同居家族等の障害・疾病等のため自ら行うこと

が困難であり、かつ日常生活上必要なもの） 

・ 生活等に関する相談及び助言 

・ その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話 

法第八条第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調

理、洗濯、掃除等の家事（居宅要介護者（同項 に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。）が単

身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行う

ことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の五において

同じ。）、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 

介護保険法施行規則第 5条 

 

 

【事業所指定の単位】 

○ 事業所指定は原則としてサービス提供の拠点ごとに受ける必要がある。 

○ 例外的な位置付けである出張所（サテライト事業所）設置が認められるかどうかは、個別判断

となる。 

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、地域の実情等を踏ま

え、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス

提供等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位

として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。なお、この取扱いについては、同

一法人にのみ認められる。 

① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われ

ること。 

② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他

の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービ

スの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）

にあること。 

③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 

④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められてい

ること。 

⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。 

基準解釈通知 
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１ 人員基準   

【概要】 

職種名 資格要件 配置要件 

管理者 特になし ・常勤職員であること。 

※管理者の業務に支障がない場合は、当該訪

問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の

他事業所等の職務と兼務可。ただし、併設

の入所施設において入所者に対しサービス

提供を行う看護・介護職員との兼務不可。 

サービ

ス提供

責任者 

①介護福祉士 

②介護員養成研修介護職員基礎研修課程修了者 

③介護員養成研修１級課程修了者       

④看護師等の資格を有する者            

⑤実務研修修了者で、かつ、介護員養成研修の修了者 

★『実務者研修修了者』は、介護員養成研修

の修了者でなければサービス提供責任者には

なれません。 

 

・常勤・専従であること。（当該訪問介護事

業所の管理者とは兼務可。） 

※ただし【サービス提供責任者(非常勤)配置

基準】(本表欄外記載)による配置を可能と

する。 

・専ら指定訪問介護に従事する者から専任す

ること。 

・利用者数が４０又はその端数を増すごとに

１人以上の人数を確保すること。 

※利用者の数については、前３月の平均値を

用いる（手引きＰ１２参照） 

※一定の要件を満たす事業所については利用

者の数が５０又はその端数を増すごとに１

人以上の人数とすることができる（手引き

Ｐ１５参照）。 

訪問介

護員等 

①介護福祉士 

②介護員養成研修介護職員基礎研修課程修了者 

③介護員養成研修１級課程修了者 

④介護員養成研修２級課程修了者 

⑤介護員養成研修介護職員初任者研修課程修了者  

⑥生活援助従事者研修修了者 

 

・事業所ごとに、常勤換算数で２．５以上の

数が確保されること。（⑥も算定可能） 

※訪問介護員等には、サービス提供責任者を

含む。 

⑥：生活援助中心型サービスのみ従事可能。 

★①～⑥の資格等を持っていない『実務者研修

修了者』『看護師等の資格を有する者』は、訪

問介護員にはなれません。 

【サービス提供責任者（非常勤）配置基準】 

① 事業所ごとに、訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち利用者の数に応じ

て１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

② 常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とする。 

③ 居宅サービス基準上、１人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、原

則として１人分のみの常勤換算を可能とする。 

④ 非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定め

られている常勤の従事者が勤務すべき時間数の２分の１に達していること。 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実務者研修修了者又は看護師等の資格を有する者等の訪問介護員及びサービス提供責任者の資格要件】 

 看護師等の資格を持つ場合 実務者研修修了者の資格を持つ場合 

★介護福祉士又は介護員養成研修（介護職員基礎研 

修課程・１級課程・２級課程・介護職員初任者研修

課程）の修了者資格 

★介護福祉士又は介護員養成研修（介護職員基礎研

修課程・１級課程・２級課程・介護職員初任者研修課

程）の修了者資格 

★の資格を有する ★の資格を所有しない ★の資格を有する ★の資格を所有しない 

訪
問
介
護
員
へ
の
従
事 

従事可能（資格要

件を満たします）。 

従事不可（資格要件を満たし

ません。） 
⇒（※注１）の手続きを行え
ば（11 時間の職場研修を受
講等）初任者研修課程の修
了証明書を発行します。発
行後、訪問介護に従事可。 

従事可能（資格要

件を満たします。） 

従事不可（資格要件を満たし

ません。） 
⇒（※注１）の手続きを行え
ば、初任者研修課程の修了
証明書を発行します。発行
後、訪問介護に従事可 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
へ
の
従
事 

従事可能（資格要

件を満たします。） 

 

 

従事可能（資格要件を満たし

ます。） 

⇒サ責業務のみ従事可 

⇒訪問介護員として訪問介

護に従事、報酬請求すること

はできません。（常勤換算か

ら除外。） 

 

従事可能（資格要

件を満たします。） 

 

従事不可（資格要件を満たし

ません。） 

⇒（※注１）の手続きを行え

ば初任者研修課程の修了証

明書を発行します。 

 

 

（※注１）介護職員初任者研修課程の修了証の交付に係る手続きについては、以下の県ＨＰを参照（当該手続

きについては熊本市内の事業所も熊本県に申請してください。）。 

⇒ 熊本県ホームページ 

ホーム＞健康・福祉・子育て＞高齢者・障がい者・介護＞高齢者支援課＞介護サービス事業所 

＞「看護師等の資格を有する者及び実務者研修修了者の受講免除の手続きについて」 

    

【注】介護福祉士又は介護員養成研修（介護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程・介護職員初任者研修課程）

の修了者は既に資格要件を満たしているため手続不要です。 

 

 

 

 

 

 

注意！ 熊本県の取扱い 
『実務者研修の修了資格のみ』 → サ責及び訪問介護員の従事は不可。 
『看護師等（看護師・准看護師・保健師・助産師）の資格のみ』 → 訪 
問介護員の従事は不可。 
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【用語の定義】 

○ 「常勤」とは？                         ＜令和３年度：改定＞ 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間

数に達していることをいう。 

＊ 就業規則等に定められている常勤の従業者の勤務時間数（32 時間未満の場合は 32 時間を基本とす

る） 

＊ 正規雇用、非正規雇用の別ではない。 

＊ 同一事業者により併設される事業所の職務に従事する時間（ただし業務に支障のない場合に限る）

は通算可能。 

＊ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第 113号）第

13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児及び介護のための所定労

働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間として取り扱うことを可能

とする。 

＊ また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 

号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業

法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以

下「介護休業」という。）、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 

条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準

じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該

人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算するこ

とにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

基準解釈通知 

【問１】各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」

という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間

としているときは、当該対象者については３０時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 

【答】そのような取扱いで差し支えない。 

平成 27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成 27年 4月 1日） 

 

【問３】各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第 23 条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。 

【答】労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外

されていることから、「管理者」が労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者に該当する場合は、

所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。なお、労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者

については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあ

る者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で

「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働

時間の短縮措置を講じなければならない。 

  また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第 23 条第 1 項の措置とは別に、同項の所

定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立

を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 

平成 27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成 27年 4月 1日） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf


- 9 - 

 

 

【問１】人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・

介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非 常勤職員を常勤換算することで、人員配

置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。 

【答】介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定

着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

 ＜常勤の計算＞ 

 ・育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間勤務

制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合につ

いても、 30 時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

 ＜常勤換算の計算＞ 

 ・職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利

用する場 合、週 3 0 時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

 ＜同等の資質を有する者の特例＞ 

 ・「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業 、 育児休業に準ずる休業 、

母性健康管理措置としての休業 を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算

することで、人員配置基準を満たすことを認める 。 

 ・なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数

や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。 

令和 3年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（令和 3年 3月 19日） 

 

 

○ 常勤換算方法とは？ 

当該事業所の従業者の勤務時間数が、常勤の従業者何人分にあたるかを算出する方法。 

以下の式により計算する。 

 

     当該事業所の従業者の１週間の総勤務延時間数       

当該事業所において定められている常勤の従業者の勤務時間数 

 

 

 

◯ 「専ら従事する」とは？ 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。 

＊ この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、

当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
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【サービス提供責任者の配置基準】 

○ サービス提供責任者の配置基準は、常勤職員を基本とするが、利用者の数に応じて一定程度の非常

勤職員の配置を可能とする。 

① 利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなければ

ならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、指定訪問

介護事業所ごとに最小限必要な員数として定められたものであり、１人のサービス提供責任者が担

当する利用者の数の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業務の実態に応じて必要

な員数を配置するものとする。 

イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 

ロ 利用者の数については、前３月の平均値を用いる。この場合、前３月の平均値は、暦月ごとの

実利用者の数を合算し、３で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事

業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとする。 

ハ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護のうち、通院等乗降介助に該当するもののみ

を利用した者の当該月における利用者の数については、０．１人として計算すること。 

② 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次のと

おりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該

事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき

時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）の２分の１以上に達している者でなけ

ればならない。 

イ 利用者の数が４０人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合

において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数を４０で除して得られた数（小

数第１位に切り上げた数）以上とする。 

ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員数以上の常勤のサービス

提供責任者を配置するものとする。 

ａ 利用者の数が４０人超２００人以下の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から１を減じて得られる

数以上 

ｂ 利用者の数が２００人超の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に２を乗じて３で除して

得られた数（１の位に切り上げた数）以上 

   従って、具体例を示すと別表１に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサー

ビス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

③ ③についてはＰ１３「サービス提供責任者の配置基準緩和について」を参照 

④ サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサ

ービス提供責任者であって、原則として常勤のものから専任するものとされたが、その具体的取扱

は次のとおりとする。 

イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。 

ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜

間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。この場合、それぞれの職務につい

ては、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものであることから、当該者につ

いてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。       

基準解釈通知 
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（別表１）常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

利用者の数 

（ 前３月の平均値） 

 

常勤換算方法を採用しない

場合に必要となるサービス

提供責任者（ア） 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者（イ） 

４０人以下 １ １ 

４０人超８０人以下 ２ １ 

８０人超１２０人以下 ３ ２ 

１２０人超１６０人以下 ４ ３ 

１６０人超２００人以下 ５ ４ 

２００人超２４０人以下 ６ ４ 

２４０人超２８０人以下 ７ ５ 

２８０人超３２０人以下 ８ ６ 

３２０人超３６０人以下 ９ ６ 

３６０人超４００人以下 １０ ７ 

４００人超４４０人以下 １１ ８ 

４４０人超４８０人以下 １２ ８ 

４８０人超５２０人以下 １３ ９ 

５２０人超５６０人以下 １４ １０ 

５６０人超６００人以下 １５ １０ 

６００人超６４０人以下 １６ １１ 

■【Ⅰ】常勤換算方法を採用しない事業所で必要となるサービス提供責任者数 

⇒利用者数に応じ、上記別表１の（ア）の員数以上 

 

■【Ⅱ】常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者数 

⇒①前３ヶ月の平均利用者数を４０で除した数（少数第1位に切り上げた数）以上 

   ②①のうち、常勤のサービス提供責任者は、利用者数に応じ上記別表１の（イ）の員数以上 

③①のうち、非常勤のサービス提供責任者は、①－②の員数以上を常勤換算方法により配置 

※ただし、非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず０．５以上である者でなけ

ればならないので注意。 

 

※変更届の添付書類「付表」については、前３月の平均利用者数によりサービス提供責任者の配置

を確認する欄を設けていますので、ＨＰ掲載の最新の様式を使用してください。 
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～具体的な計算例～ 

（例１）利用者の数（前３月の平均値）が５５人の事業所の場合 

■【Ⅰ】常勤換算方法を採用しない事業所で必要となるサービス提供責任者数 

「利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上」なので、常勤のサービス提供責任者が２

人必要。（別表１の（ア）の員数） 

 

■【Ⅱ】常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者数 

① 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数は、「利用者の数を４０で除して得ら

れた数（小数第１位に切り上げた数）以上」（通知②イ）なので 

＝５５÷４０＝１．３７５・・≒１．４  

② ①のうち、常勤のサービス提供責任者の必要員数は、「常勤換算方法としない場合に必要となる

サービス提供責任者の員数から１を減じて得られる数以上」（通知②ロ a）なので、 

＝【Ⅰ】－１＝２人－１人＝１人 （別表１の（イ）の員数） 

③ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数は 

＝①－②＝１．４－１人＝０．４ 

ただし、非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず０．５以上となるため、配置すべ

き最低員数は、常勤のサービス提供責任者が１人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で

０．５以上となる。 

 

 

 

（例２）利用者の数（前３月の平均値）が２６６人の事業所の場合 

■【Ⅰ】常勤換算方法を採用しない事業所で必要となるサービス提供責任者数 

「利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上」なので、常勤のサービス提供責任者が７

人必要。（別表１の（ア）の員数） 

 

■【Ⅱ】常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者数 

① 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数は、「利用者の数を４０で除して得ら

れた数（小数点第１位に切り上げた数）以上」（通知②イ）なので 

＝２６６÷４０＝６．６５・・≒６．７ 

② ①のうち常勤のサービス提供責任者の必要員数は、利用者の数が２００人超の事業所の場合は、

「常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に２を乗じて３で除して得

られた数（１の位に切り上げた数）以上」（通知②ロ b）なので、 

＝【Ⅰ】×２/３＝７人×２/３＝４．６６・・・≒５人（別表１の（イ）の員数） 

③ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数は 

＝①－②＝６．７－５人＝１．７ 

よって、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が５人、非常勤のサービス提供責任

者が常勤換算方法で１．７となる。この場合、非常勤のサービス提供責任者の必要員数１．７を満

たすには、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算で０．５以上の者でなければならないことを踏

まえ、例えば、常勤換算０．５の職員を４人配置する、常勤換算０．８の職員と常勤換算０．９の

職員の２人を配置するなど、どのような配置方法でも良く、その実人数は問わないものとする。 
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【問36】最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介

護員を置くことはできるか 

【答】可能である。ただし、この場合の非常勤のサービス提供責任者についても、当該事業所に

おける勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間

数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする）の２分の１以上に達している者でなけれ

ばならない。 

【削除】 

１ 介護報酬にかかるＱ＆Ａ（平成１５年４月版）（Ｖｏｌ．１）Ｑ１０を削除する。 

２ 平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．７）問２を削除する。 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1） 

 

【問11】非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他

の事業所で勤務することは差し支えないか。 

【答】差し支えない。 

例えば、所定労働時間が４０時間と定められている指定訪問介護事業所において、３０時間勤

務することとされている非常勤の訪問介護員等を、（常勤換算０．７５の）サービス提供責任

者とする場合、当該３０時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があ

るため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業

（介護保険法における事業に限らない。）の職務に従事することは可能である。 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.2） 

 

【サービス提供責任者の配置基準の緩和について】 

○ 次の要件を満たす場合にはサービス提供責任者の配置基準を「利用者の数が５０又はその端数を増

すごとに１人以上」とすることができる。（※要件にあてはまらない事業所については従来の基準に

従うこと。） 

常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として 

従事する者を１人以上配置している指定訪問介護事業所であって、当該事業所のサービス提供

責任者が行う業務が効率的に行われていることにより、サービス提供責任者が担当する利用者

を増やすことに支障がないと認められる事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用

者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができるが、次の点に留意する必

要がある。 

 イ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が

当該事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間

を除く。）が、１月あたり３０時間以内であること。 

 ロ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、居宅基準においてサ

ービス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られて

いることが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 

・訪問介護員の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な

調整を可能としていること 

・利用者情報(訪問介護計画やサービス提供記録等）について、タブレット端末やネットワー

クシステム等のIT機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能として

いること 

・利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担当や副担当を定め

ている等）を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームと
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して対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完す

ることを可能としていること 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者につい

ては、②の規定（Ｐ１０「サービス提供責任者の配置基準」を参照）に関わらず、別表２に

示すサービス提供責任者数を配置するものとする。 

 基準解釈通知 

 

（別表２） 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数（サ

ービス提供責任者の配置基準を「利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１

人以上」とする指定訪問介護事業所の場合） 

利用者の数 

（ 前３月の平均値） 

サービス提供責任者の配置基

準を「利用者の数が５０又は

その端数を増すごとに１人以

上」とする訪問介護事業所が

置かなければならない常勤の

サービス提供責任者数 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者数 

５０人以下 ３ ３ 

５０人超１００人以下 ３ ３ 

１００人超１５０人以下 ３ ３ 

１５０人超２００人以下 ４ ３ 

２００人超２５０人以下 ５ ４ 

２５０人超３００人以下 ６ ４ 

３００人超３５０人以下 ７ ５ 

３５０人超４００人以下 ８ ６ 

４００人超４５０人以下 ９ ６ 

４５０人超５００人以下 １０ ７ 

５００人超５５０人以下 １１ ８ 

５５０人超６００人以下 １２ ８ 

６００人超６５０人以下 １３ ９ 

 

【問18】一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50

人に対して１人以上」とする場合、都道府県知事に対する届出が必要となるのか。 

【答】一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人

に対して１人以上」とすることについて、都道府県知事に対する届出は要しない。 

ただし、一定の要件を満たすことを証明する資料等について、当該指定訪問介護事業所に整備

しておくことが必要である。 

なお、指定訪問介護事業所に係る指定申請にあたり、都道府県知事に提出しなければならない

事項の１つとして、「サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴」があるため、サー

ビス提供責任者の人員配置の見直しに伴い、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者を減

員する場合には、都道府県知事に対する変更届が必要である。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
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【問19】サービス提供責任者の人員配置を「利用者50 人に対して１人以上」できる要件のうち、

サービス提供責任者が行う業務の省力化・効率化に係る取組として、解釈通知に規定された取組

は、全て行う必要があるのか。 

【答】「業務の省力化・効率化に係る取組」には、業務支援ソフトやタブレット端末などの活用に

よる省力化・効率化をはじめ、利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体

制（いわゆる「チーム制」）など、業務体制の工夫により個々のサービス提供責任者の業務負担

の軽減に係る取組も含まれるものであり、いずれかの取組を行うことにより、当該要件を満たす

ものである。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【障害者総合支援法に基づく居宅介護の事業を一体的に行う場合の取扱い】 

○ 障害者総合支援法に基づく指定居宅介護等の事業を一体的に行う場合にあっては、以下の点に留意

する必要がある。 

・ 管理者及びサービス提供責任者は、業務に支障のない限り兼務できる。 

・ 訪問介護員等については、介護保険のサービスを提供しなお人員に余力がある場合は指定居宅

介護に従事した時間も常勤換算数に算入できる。 

介護保険法による指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業を行う者が、指定居宅介護、指

定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護（以下「指定居宅介護等」という。）の事業を同

一の事業所において併せて行う場合は、指定訪問介護等の事業に係る指定を受けていることをもっ

て、指定居宅介護等の事業に係る基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないも

のとする。 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」 

【質問】 指定訪問介護事業所が指定居宅介護事業所の指定も併せて受けており、指定訪問介護事

業所におけるサービス提供責任者が指定居宅介護事業所のサービス提供責任者を兼務している場

合、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第３７号。

以下「指定基準」という。)の違反になるのではないか。 

【答】 指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者は、指定基準において、「専らその職務

に従事する者でなければならない」とされているが、訪問介護事業所が「障害者自立支援法に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成１８年

１２月６日障発第1206001号)に基づき介護保険法上の指定を受けていることをもって指定居宅介

護の指定を受け、同一事業所で一体的に事業を運営している場合には、指定居宅介護のサービス

責任者として兼務することは差し支えない。ただし以下の点に留意すること。 

１ 指定基準において、指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等

(介護福祉士又は訪問介護員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で２．５以上とされ

ている。 

これは、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであることから

、訪問介護員等の常勤換算に当たっては、本来、介護保険の被保険者に対するサービスに従

事した時間のみを算入すべきであるが、指定訪問介護事業所が指定居宅介護を提供する場合

にあっては、介護保険の被保険者に対してサービスを提供し、なお、人員に余力がある場合

に限り、指定居宅介護に従事した時間も算入しても差し支えない。 

２ 指定訪問介護事業所における管理者についても、指定基準において、専らその職務に従事す

る者でなければならないこととされているが、指定訪問介護事業所の管理者としての業務に支

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
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障がない場合には、指定居宅介護事業所における管理者と兼務して差し支えないこと。 

３ 指定訪問介護の提供に当たる訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5に満たない場合であ

って、指定居宅介護の提供を行うことにより、介護保険の被保険者の申込に応じて指定訪問介

護の提供ができないときは、指定基準第9条に規定する指定訪問介護の提供拒否の正当な理由

には該当しないこと。 

４ 指定訪問介護と指定居宅介護との経理を明確に区分して実施すること。 

介護保険最新情報 vol.22（平成19年10月25日付け事務連絡） 

 

【問２】訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者

自立支援法における居宅介護等（居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護）の指定を受

ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。 

【答】当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数については、次のいずれかの員数以

上とする。 

① 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等（重度訪問介護については利用者数が10 人以

下の場合に限る。）の利用者数の合計40 人ごとに１以上 

② 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等のサービス提供時間数の合計450 時間又は訪

問介護員等及び居宅介護等の従業者の員数の合計10 人ごとに１以上（平成25 年３月末日まで

の間であって当該訪問介護等事業所が利用者数に基づく配置をしていない場合に限る。） 

③ 訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数の合計数以上 

なお、当該居宅介護等に係る指定以降も、訪問介護等の事業のみで判断したときに、訪問介護

等に係る基準を満たしていることが必要となる。 

また、訪問介護等におけるサービス提供責任者が、居宅介護等のサービス提供責任者を兼務す

ることは差し支えない。        

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24年3月30日） 

 

【参考：障害者総合支援法における共生型サービス（訪問介護事業所の場合）】 

 介護保険事業所が、障害者総合支援法における共生型サービスの指定を受ける場合の概要は以下のと

おり。 

２.共生型サービス 

介護保険サービスの指定を受けた事業所について、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の

指定を受ける場合の基準の特例を設ける。 

（１）対象サービス  

○居宅介護、重度訪問介護 

（２）指定基準 

○介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉（共生型）の指定を受け

られるものとする。 

（３）基本報酬・加算 

○障害福祉の基準を満たしていない介護保険サービス事業所の報酬については、以下の観点から、

単位設定する。 

①本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価と区別。 

②現行の基準該当サービスを参考に設定。 

○なお、各種加算は、指定障害福祉サービス等と同様の算定要件を満たせば算定可能とする。 

 

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」から抜粋  
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２ 設備基準   

【概要】 

種  別 内  容 

専用の事務室

及び区画 

 

 

 

・ 事業運営に必要な面積を有すること。 

・ 専用が望ましいが、間仕切り等で明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室

でも差し支えない（区分がされていなくても業務に支障がないときは指定訪問介護の事

業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる）。 

・ 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。 

設備・備品等 

 

・ 指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を確保すること。 

・ 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 

＊ 互いの運営に支障がない場合は、同一敷地内の他の事業所、施設等に備え付けられ

た設備及び備品等を使用することができる。 

 

３ 運営基準   

【概要】 

○ 利用者の人権擁護、虐待防止等のための措置 居宅基準第 3条   ＜令和３年度：改定＞ 

指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 

○ 介護保険等関連情報の活用  居宅基準第 3条          ＜令和３年度：改定＞ 

指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ばならない。 

この場合、「科学的介護情報システム（LIFE）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック

情報を活用することが望ましい。 

 

○ 重要事項を説明し、利用者の同意を得なければならない。  居宅基準第 8条 

介護保険のサービスは、利用者またはその家族に十分な説明を行い、重要事項を記載した文書（

重要事項説明書）を交付し、文書による同意を得たうえで開始すること 

～重要事項説明書に記載すべき事項～ 

① 運営規程の概要 

② 訪問介護員等の勤務体制 

③ 事故発生時の対応  

④ 苦情処理の体制等 

⑤ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

⑥ その他（利用申込者がサービスを選択するために必要な事項） 

 

○ 正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない。   居宅基準第 9条 

正当な理由なくサービス提供を拒否してはならず、特に、要介護度や所得の多寡を理由に拒否し

てはならない。 
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～正当な理由の例～ 

① 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合 

 

○ ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。  居宅基準第 16条 

～有料老人ホーム等の入居者に対して行う訪問介護に関する留意点～ 

 訪問介護サービスは、居宅サービス計画（ケアプラン）に沿って、訪問介護員が利用者に原則１

対１でサービス提供を行わなければならない。住宅型有料老人ホーム等に併設された訪問介護事業

所のスタッフが、有料老人ホームのスタッフと兼務している場合は、次の点に留意のうえ、居宅サ

ービス計画及び訪問介護計画に沿ったサービスを実施する必要がある。 

・有料老人ホームのスタッフとしての業務時間と訪問介護事業所の訪問介護員としての業務時

間が明確に区分されているか。 

・介護保険サービスと介護保険外サービスが明確に区分されているか。 

・利用者のサービス選択に関して、併設事業所以外の情報が提供されているか。 

・併設事業所の居宅介護支援事業所や訪問介護事業所等の選択を強要していないか。 

・利用者本位ではなく事業所都合のサービス提供（ケアプランと異なる内容や時間帯のサービ

ス提供）が行われていないか。 

・利用者にとって過剰又は不必要なサービスの位置づけがなされていないか。 

・１対複数の施設的なサービス提供になっていないか。 

○ サービス提供時には、身分証明書を携行するよう指導しなければならない。 居宅基準第 18条 

身分を明らかにする証書や名札等を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた

ときはこれを提示すべき旨を訪問介護員等に指導しなければならない。この証書等には、当該事業

所の名称、当該訪問介護員の氏名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記

載を行うことが望ましい。 

 

○ サービスの提供の記録を行わなければならない。居宅基準第 19条 

①提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービ

ス利用票等に記載しなければならない。 

②訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を

記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申し出があった

場合には、文書の交付その他適切な方法（利用者の手帳等に記載するなど）により、利用者に対

してその情報を提供しなければならない。 
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～提供した具体的なサービスの内容の記録の重要性～ 

基準上「提供した具体的なサービスの内容」「利用者の心身の状況」「その他必要な事項」を記録

することとされており、これらも含めて記録すること（単にあらかじめ用意した分類項目にチェック

するだけの記録のみでは不適当）。趣旨は次のとおり。 

（１）利用者に対するサービスの質の向上に繋がること 

    提供しているサービスが利用者の課題解決につながっているか、自立支援のために真に必

要なサービスであるかどうか等を、訪問介護計画を作成するサービス提供責任者が把握でき

るような記録とすることにより、利用者に対するサービスの質の向上に繋がること。 

（２）サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること 

    事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や県に対し証明する責任

がある。このための証拠として、提供した具体的なサービスの内容の記録が重要となる。 

 

○ 適正に利用料等を受領しなければならない。 居宅基準第 20条  

① 利用者から受け取ることのできる料金は、以下のとおり。交通費の徴収をするためには、運

営規程に金額を明記し、重要事項を説明する際に利用者又はその家族に対して具体的に説明

し、同意を得ておかなければならない。 

・ 利用料（介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗

じた額） 

・ 通常の事業の実施地域以外で行う交通費（移動に要する実費。積算の起点は「通常の実施

地域を超えた地点から」。） 

② 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払いを

受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

また、保険外サービスについては、介護保険の訪問介護とは明確に区分する必要がある。 

 

 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問

介護を提供した際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定

訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはなら

ないこととしたものである。 

 なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービスにつ

いては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象と

ならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

ロ  当該事業の目的、運営方針、利用料等が指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められているこ

と。 

ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。  

居宅基準解釈通知 
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～介護保険給付対象外のサービスについて～ 

 保険給付対象とならないサービスを行う場合、保険給付対象となるサービスとの棲み分けを明

確にして実施すること。（外部の者等から見れば、指定訪問介護では算定できないサービスを不

正に介護報酬請求しているのではないかといった疑念が生じやすい。） 

 なお、本来、保険給付対象サービスであるにもかかわらず、支給限度額を超過するためなどと

いった理由で保険外事業として介護報酬の基準額より著しく低い利用料でサービスを行うことは

不適切である。 

 

○ サービス提供証明書の交付。   居宅基準第21条 

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した

指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用

者に対して交付しなければならない。 

 

○ 領収証を交付しなければならない。 介護保険法第41条第8項 

利用者から指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払いを受けた場合には、

利用者に対して利用回数、費用区分等を明確にした領収書を交付しなければならない 

～領収証の取扱い～ 

・ 口座引き落としの場合にも必要。 

・ 利用料が医療費控除の対象となる場合もあるため、医療費控除が受けられる領収書を発行する

必要がある。 

→「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」（平成25年1

月25日厚生労働省老健局総務課事務連絡）参照 

介護保険最新情報vol.307 (平成25年1月25日) 

 

 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支

払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証

を交付しなければならない。 

介護保険法第 41条第 8項 

指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指

定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号又は

第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サー

ビスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。）、食事の

提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載

し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 

介護保険法施行規則第 65条 

 

○ 訪問介護計画を作成しなければならない。 居宅基準第 24条  

サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、次の内容等を記載し

た訪問介護計画を作成しなければならない。 

・ 指定訪問介護計画の目標  

利用者の状況を把握・分析して、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし

（アセスメント）、援助の方向性や目標を明確にすること。 

・当該目標を達成するための具体的なサービスの内容 
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具体的なサービスの内容：担当訪問介護員の氏名、サービスの具体的な内容、所要時間、日

程等を明らかにすること。 

 

訪問介護計画の作成に当たっては、下記①～④に留意する必要がある。なお、訪問介護計画の変

更についても、同様に①～④を実施すること。 

① 訪問介護計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

② サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

③ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際は、当該訪問介護計画を利用者に交付し

なければならない。 

④ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うこと。 

 

※指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）第 13条第

12号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等

に対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求

めるものとする。」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供し

ている指定訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者か

ら訪問介護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護計画を提供することに協力するよう

努めるものとする。 

 

【問21】訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。 

【答】訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（平成１２年３月１７日老計第１０

号）を参照されたい。 

なお、同通知の別紙１の１－０（サービス準備・記録等）及び２－０（サービス準備等）の時

間は、所要時間に含まれるものである。 

 

【問22】利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられ

た時間であるため、変更はできないのか。 

【答】例えば、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、当日の利用者の状態変化により、清

拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行

った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必

要と認める（事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。）範囲において、所

要時間の変更は可能である。 

なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。 

平成 21年 4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1） 

 

 

○ 同居親族に対してサービス提供をさせてはならない。 居宅基準第 25条 

～訪問介護員の別居の親族に対するサービス提供～ 

別居親族に対するサービス提供は禁止されていないものの、ホームヘルパーとしての業務と親族

としての介護との区別が曖昧になるおそれがあり、望ましくない。 
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○ 緊急時等の対応 居宅基準第 27条 

 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供をおこなっているときに利用者の病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

○ 管理者及びサービス提供責任者の責務 居宅基準第 28条 

① 管理者の責務 

・ 従業者及び業務の一元的管理 

・ 従業者に運営基準を遵守させるための指揮命令 

② サービス提供責任者の責務 

・ 訪問介護計画の作成 

・ 利用申込みに係る調整 

・ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的把握 

・ 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔

機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供 

・ サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援事業者等との連携 

・ 訪問介護員等に対する具体的な援助目標・援助内容の指示、利用者の状況についての情報の伝達 

・ 訪問介護員等の業務の実施状況の把握 

・ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理の実施 

・ 訪問介護員等に対する研修、技術指導等の実施 

・ その他サービス内容の管理に関する必要な業務の実施 

（16） 管理者及びサービス提供責任者の責務 

居宅基準第28条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定

したものであり、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に居宅基準第２章第４節

（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定訪問介護に関

するサービス内容の管理について必要な業務等として、居宅基準第28条第３項各号に具体的に列記

する業務を行うものである。この場合、複数のサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所

において、サービス提供責任者間での業務分担を行うことにより、指定訪問介護事業所として当該

業務を適切に行うことができているときは、必ずしも一人のサービス提供責任者が当該業務の全て

を行う必要はない。 

また、同条第３項第２号の２において、サービス提供責任者は居宅介護支援事業者等に対して、

指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況や口腔機能等の利用者の心身の状態及び生

活の状況に係る必要な情報の提供を行うこととされているが、情報の提供は、サービス担当者会議

等を通じて行うことも差し支えない。必要な情報の内容については、 

例えば、 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 

・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対して情報提
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供する内容は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供につい

ては、あらかじめ、サービス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整しておくことが望まし

い。 

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重要な

役割を果たすことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体

制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力

の向上に努めなければならない。 

 

（17） サービス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理、研修、技術指導等 

居宅基準第28条第３項第４号から第７号までにおいて、サービス提供責任者による訪問介護員等

に対する業務管理や研修、技術指導等が規定されているところである。 

平成30年度以降、生活援助中心型のみに従事することができる生活援助従事者研修修了者が従事

するようになることから、当該研修修了者を含む訪問介護員等であって、指定訪問介護に従事した

ことがない者については、初回訪問時にサービス提供責任者が同行するなどのOJTを通じて支援を

行うこととする。また、緊急時の対応等についてもあらかじめ当該訪問介護員等に指導しておくこ

ととする。 

さらに、生活援助従事者研修修了者である訪問介護員等が所属している指定訪問介護事業所のサ

ービス提供責任者は、当該訪問介護員等が生活援助中心型しか提供できないことを踏まえ、利用者

の状況を判断の上、適切な業務管理を行うこととする。具体的には、生活援助中心型のみ利用して

いる利用者に対する指定訪問介護に従事させることなどが考えられる。 

居宅基準解釈通知   

 

～管理者としての職責～ 

・ 管理者は、事業所の責任者として、従業者及び業務の一元的な管理を行うとともに、従業者に運

営基準を遵守させるための指揮命令をすることとされている。 

・ また、管理者は、事業者の指定・更新・取消等における欠格事由・取消事由に該当するかどうか

が問題となる「役員等」の中に含まれる重要な職種である。 

・ 県内でも、訪問介護事業所の指定取消やヘルパーによる利用者宅での窃盗事件など、指定事業所

としてその管理責任が問われる問題が生じている。 

・ したがって管理者は、自ら不正等に関与しないことは当然であるが、事業所において基準違反・

不適正請求がないかのチェック体制の整備、従業者に対する職業倫理・資質向上のための研修等

の実施など適正な事業運営が図られるよう管理者としての職責を果たす必要がある。 

 

○ 運営規程 居宅基準第 29条                  ＜令和３年度：改定＞ 

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（５）通常の事業の実施地域 

（６）緊急時における対応方法 

（７）虐待の防止のための措置に関する事項 

（８）その他運営に関する重要事項 
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○ 介護等のうち特定の援助に偏してはならない。居宅基準第 29条の 2 

事業者は、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない。（通院等乗降介助を行う

事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない。） 

 また、事業所により提供しているサービス内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、

生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等乗降介助に限定されたりしてはならない。 

 

「通院等のための乗車又は降車の介助」は、身体介護の一部を構成するものである。したがって、

基準第４条及び第２９条の２に照らして、当該サービス行為に偏ってサービスを提供することは基

準違反となり、都道府県知事の指導等の対象となるものである。 

 したがって、都道府県は、実態において、基準第４条及び第２９条の２に照らして特定のサービ

ス行為に偏っていないか、サービス担当者会議に参加しているかどうか、他のサービス事業者と十

分に連携しているか等について十分に確認し、必要に応じて指導を行うこと。  

「『通院等のための乗車又は降車の介助』の適正な実施について」（平成 15年 3月 19日老振発第

0319002号）参照 

 

○ 事業所ごとに勤務体制を定め、事業所の訪問介護員等によりサービスを提供しなければならない。   

                           居宅基準第 30条第 1項、第 2項 

① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務体制を明確にす

ること。 

～勤務表に記載すべき事項～ 

・ 当該従業者の職種 

・ 勤務時間数 

・ 常勤・非常勤の別 

・ 職務の内容 

・ 兼務の状況（別事業所の兼務も含む） 

② 雇用契約、労働者派遣法に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者

の指揮命令下にある訪問介護員等によりサービスを提供すること。なお、社会福祉士及び介護

福祉士法の規定に基づき、同法施行規則第１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為

を業として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者であってはならな

いことに留意すること。 

 

○ ハラスメント対策に関する必要な措置を講じなければならない。 

居宅基準第 30条第 4項    ＜令和３年度：改定＞ 

指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

※雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第 113号）

第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（昭和 41年法律第 132号）第 30条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけ
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るセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）

の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したもの

である。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、

次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者や

その家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事

業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき

措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」とい

う。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針

を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらか

じめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24 号）

附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含む

サービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000 万円以下又は常時使用する従業

員の数が 100 人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務

とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談

に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘ

ルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マ

ニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場

では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることか

ら、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場

におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参

考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生

労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談

窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行

う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護

事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 
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○ 業務継続計画を策定し当該計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

            居宅基準第 30条の 2   ＜令和３年度：改定＞ 

指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 

① 居宅基準第 30条の２は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その

他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこと

としたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 30 

条の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むこ

とが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるように

することが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」

という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月３１日までの間

は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介

護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護

施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定さ

れる災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定するこ

と。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、

新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録する

こと。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修と一体的に実施することも差し支えない。 
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④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動でき

るよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実

践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計

画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施すること

も差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

○ 感染症の発生、又はまん延防止のための措置を講じなければならない。 

 居宅基準第 31条第 3項  ＜令和３年度：改定＞ 

指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

１ 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

２ 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

３ 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具

体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下

「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により

構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極

的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専

任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要であ

る。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定

期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が

ある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 
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ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び

発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗

い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関

や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。

また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記してお

くことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を

参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん延

の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開

催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内

容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研

修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行

うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミ

ュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生

時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内

の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせながら実施することが適切である。 

○ 運営規程の概要等を掲示しなければならない。 居宅基準第 32条  ＜令和３年度：改定＞ 

 指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

前述の書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、掲示に代えることができる。 

 

○ 秘密保持、利用者又は家族の個人情報を用いる場合の同意 居宅基準第 33条 

① 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

② 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の従業員であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

③ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利

用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ

り得ておかなければならない。 
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○ 不当な働きかけの禁止 居宅基準第 34条の２ 

指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所（指

定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第百三十八条第二

項において同じ。）の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定する居

宅要介護被保険者をいう。）に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めること

その他の不当な働きかけを行ってはならない。 

 

 

具体的には、例えば、指定訪問介護事業者と居宅介護支援事業者が同一法人等である場合や同一

の建物等に所在する場合において、当該利用者の状況を勘案することなく、自らが提供する訪問介

護サービスを居宅サービス計画に位置付けるよう働きかけるような場合が該当する。 

 

居宅基準解釈通知  

 

○ 苦情処理の体制を整備し、適切に対応しなければならない。 居宅基準第 36条 

① 苦情処理の体制を整備しておかなければならない。 

② 苦情を受け付けた際は、その内容を記録しなければならない。 

③ 苦情に関し、市町村や国保連が行う調査等に協力するとともに、指導又は助言に従い必要な改

善を行わなければならない。 

なお、相談窓口、苦情処理体制及び手順等具体的な措置の概要を重要事項説明書に記載し、事業

所に掲示すること。また、以下を利用者又はその家族に周知すること。 

利用者苦情相談窓口：熊本県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 

  〒862－0911 熊本市東区健軍2丁目4-10 

   TEL：096－214－1101 FAX：096－214－1105 
 

 

○ 地域との連携等 居宅基準第 36条の 2第 2項           ＜令和３年度：改定＞ 

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対

して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介

護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

○ 事故発生時の対応 居宅基準第 37条 

① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

② 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

③ 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならない。 

 

○ 虐待の防止 居宅基準第 37条の 2                ＜令和３年度：改定＞ 

指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

１ 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置
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等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

２ 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

３ 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

４ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

居宅基準第37条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目

的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて

高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然

に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）

に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成され

るよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提

供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者

にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護

事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見し

やすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体

制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族から

の虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問介護事業者

は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう

努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再

発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構

成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。ま

た、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状

況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの
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ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そ

こで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底

を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方

法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関するこ 

 と 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこ

ととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づ

き、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の

防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修

で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適

切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委

員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 
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○ 会計の区分をしなければならない。 居宅基準第 38条 

事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とそ

の他の事業の会計を区分しなければならない。 

具体的な会計処理方法等については、以下の通知を参照すること。 

※指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて（平成 12年 3月 10日老計第 8号） 

※介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成 13年 3月 28日老振発第 18号） 

 

○ 記録を整備しなければならない。 居宅基準第 39条  

次に掲げる記録を整備し、完結の日から５年間保存（※）しなければならない。 

① 訪問介護計画 

② 第１９条２項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録 

③ 第２６条に規定する市町村への通知に係る記録 

④ 第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑤ 第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

※保存期限については熊本県又は熊本市の条例による。 

 

○ 電磁的記録等 居宅基準第 217条               ＜令和３年度：改定＞ 

１ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの

（第十一条第一項（第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八

十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条（第百四十

条の十三において準用する場合を含む。）、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十

五条（第百五十五条の十二において準用する場合を含む。）、第百九十二条、第百九十二条の十

二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。）及び第百八十一

条第一項（第百九十二条の十二において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書

面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識すること

ができない方法をいう。）によることができる。 

 

※ 電磁的記録について 

居宅基準第 217条第１項及び予防基準第 293 条第１項は、指定居宅サービス事業者及び指定居宅

サービスの提供に当たる者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図

るため、事業者等は、この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存

等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 



- 33 - 

 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気

ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイ

ルにより保存する方法 

⑶ その他、居宅基準第 217 条第１項及び予防基準第 293 条第１項において電磁的記録により行

うことができるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

※電磁的方法について 

居宅基準第 217条第２項及び予防基準第 293 条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者

等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行

うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類す

るものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方 

法によることができることとしたものである。 

⑴ 電磁的方法による交付は、居宅基準第８条第２項から第６項まで及び予防基準第 49条の２第

２項から第６項までの規定に準じた方法によること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等

が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経

済産業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面に

おける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑷ その他、居宅基準第 217 条第２項及び予防基準第 293 条第２項において電磁的方法によるこ

とができるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、居宅基準若

しくは予防基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定め

に従うこと。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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第２章 介護報酬に関する基準について   

－訪問介護編－ 

＜令和４年度：改定＞ 

 

 

 

 

１ 算定構造  
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２ 基本部分について   

【訪問介護の区分】 

＜身体介護＞ 

・ 利用者の身体に直接接触して行う

介助 

・ 上記を行うために必要な準備及び

後始末 

・ 利用者の日常生活を営むのに必

要な機能の向上等のための介助

及び専門的な援助 

（動作介護） 

比較的手間のかからない体位交換、移動介助、移乗介助、起床介助、

就寝介助 等 

（身の回り介護） 

ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、

更衣介助 等 

（生活介護） 

さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助 等 

＜生活援助＞ 

居宅要介護者に対して行われる調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を

営むのに支障が生ずるもの 

＜通院等乗降介助＞ 

要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車

両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又

は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うもの。 

 

３ 通則的事項   

【身体介護及び生活援助の区分】 

○ 以下の考え方を基本に、いずれかの型を確定する。 

・ 専ら身体介護を行う場合 

・ 主として「生活介護」「身の回り介護」を行うとともに、これに

関連して若干の生活援助を行う場合 

［例］簡単な調理(５分)＋食事介助(５０分) 

 
身体介護中心型の

所定単位数を算定 

   

・ 専ら生活援助を行う場合 

・ 生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合 

［例］居室から居間までの移動介助(５分)＋居室の掃除(３５分) 

 
生活援助中心型の

所定単位数を算定 

 

○ 確定にあたっては、居宅介護支援事業者と十分連携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を

踏まえ、適切な型が適用されるよう留意するとともに、利用者又はその家族に十分な説明を行い、

同意を得ることが必要である。 

居宅算定基準留意事項 

 

【身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い】  

 

○ １回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う必要がある場合は、     

「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に、「身体介護」と「生活援助」を組み

合わせて算定する。 

○ 身体介護に生活援助を加算する方式となるが、実際のサービスの提供は身体介護の後に引き続き生

活援助を行う場合に限らない。 
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身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間 20 分以上の生活援助が中心

である指定訪問介護を行った場合（所要時間 20分未満の身体介護中心型を算定する場合を除く。）

は、身体介護が中心である場合の所定単位数にかかわらず、身体介護が中心である場合の所定単位

数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が 20分から計算して 25分を増すごとに 67

単位（201単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。 

居宅算定基準 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支えながら水差しで水分補給を行

い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室の掃除を行う場合 

○：身体介護中心型（２０分以上３０分未満）＋ 生活援助加算（４５分） 

○：身体介護中心型（３０分以上１時間未満）＋ 生活援助加算（２０分） 

※身体介護中心型と生活援助中心型に分けてそれぞれ算定することはできず、身体介護に生活援助を加

算する方式で算定する。 

※20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き行われる生活援助の単位数の加算を

行うことはできない（緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く。）。 

 

【所要時間の設定】 

○ サービスに現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うの

に要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 

利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１項に

規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等が、指定訪問介護（指定居宅サ

ービス基準第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間

ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所

定単位数を算定する。 

居宅算定基準 

 

訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画に

位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。 

 

訪問介護の所要時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者が行う適切なアセスメント及びマ

ネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定すべきものであることを踏まえ、訪問介護計

画の作成時には硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが

必要に応じて提供されるよう配慮すること。 

 

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、指定訪問介護を実際に行った時間を記録させるととも

に、当該時間が①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間に比べ著しく短時

間となっている状態が続く場合には、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介

護計画の見直しを行わせるものとする。具体的には、介護報酬の算定に当たっての時間区分を下回

る状態（例えば、身体介護中心型において、標準的な時間は45 分、実績は20 分の場合）が１カ月

以上継続する等、常態化している場合等が該当する。 

居宅算定基準留意事項 

 

【Ｑ９】訪問介護の所要時間について 

【Ａ９】訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられ

た内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされており、利用者の心身の状況等を踏まえ
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つつ設定する。 

  訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービスを行った時間に限るため、例えば、交通機関の

都合その他訪問介護サービスの必要以外の事由によって利用者の居宅に滞在した場合には、その

滞在の時間は訪問介護の所要時間に算入しない。なお、身体介護サービスまたは生活援助サービ

スを提供する際の事前準備等として居宅において行われるサービス準備・記録等（健康チェック、

環境整備など）は訪問介護の所要時間に含まれる。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成 15年 5月 30日） 

 

【１日の訪問が複数回にわたる場合の取扱い】 

○ ２時間未満の場合は、１回の訪問介護としてそれぞれの所要時間を合算して算定する。 

訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に１回

の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でない。したがって、前回提供した指定訪

問介護からおおむね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を

合算するものとする（緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的

知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。）。 

ただし、⑸①（２０分未満の身体介護 Ｐ４２①参照）の規定に該当する場合は、上記の規定に関

わらず、20分未満の身体介護中心型について、前回提供した指定訪問介護から２時間未満の間隔で

提供することが可能であり、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定するものとする。 

居宅算定基準留意事項 

 

【問24】「概ね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算

する」とあるが、概ね２時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。 

【答】居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。 

また、当該規定は「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合には適用され

ない。 

※本Ｑ＆Ａの発出に伴い介護報酬にかかるＱ＆Ａ（平成１５年４月版）（Ｖｏｌ．１）Ｑ１１

は削除する。なお、Ｑ１２及び１３については今後とも同様の取扱いをされたい。 

平成21年４月改定関係Ｑ＆Ａについて（Vol.1） 

 

【Ｑ12】「訪問介護を１日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね２時間以

上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について 

【Ａ12】「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実

態等に応じて判断されたい 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成 15年 5月 30日） 

 

【Ｑ13】「訪問介護を１日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね２時間以

上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて 

【Ａ13】当該扱いは同一事業者によるサービス提供に限られなく、複数の事業者によるサービス提

供にも適用される。（なお複数の事業者の場合、訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねら

れる。） 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成 15年 5月 30日） 

 

例）身体介護５０分を行い、時間間隔３０分の後に、生活援助３０分を行う場合 

○：身体介護中心型（所要時間３０分以上１時間未満）＋生活援助加算（所要時間２０分） 

×：身体介護中心型（所要時間３０分以上１時間未満）＋生活援助中心型（所要時間２０分以上４５分未満） 
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【訪問介護の所要時間が所定の要件を満たさない場合の取扱い】 

○ 所要時間が短く、所定の要件（生活援助：２０分以上）を満たさない場合には、訪問介護費の算定

対象とならない。 

○ ただし、複数回の訪問介護が一連のサービス行為とみなされる場合に限り、算定対象となりうる。 

所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護（生活援助中心型の所要時間が２０

分未満の場合）については、訪問介護費の算定対象とならないが、こうした所定時間数未満の訪問

介護であっても、複数回にわたる訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、

それぞれの訪問介護の所要時間を合計して１回の訪問介護として算定できる。例えば、午前に訪問

介護員等が診察券を窓口に提出し（所要時間２０分未満）、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け

取りに行く（所要時間２０分未満）とした場合には、それぞれの所要時間は２０分未満であるため、

それぞれを生活援助（所要時間２０分以上４５分未満）として算定できないが、一連のサービス行

為（通院介助）とみなして所要時間を合計し、１回の訪問介護（身体介護中心型に引き続き生活援

助を行う場合）として算定できる。 

居宅算定基準留意事項 

 

【複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合の取扱い】 

○ １人の利用者に対する一連のサービスを複数の訪問介護員等が交代して行った場合、訪問介護員毎

に分けて訪問介護費を算定することはできない（複数の事業者によりサービスが提供される場合も

同様）。 

一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、１回の訪問介護

としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の訪問介護

として算定できない。 

居宅算定基準留意事項 

【Ｑ14】「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、１回の

訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の

事業者により提供する場合の取扱について 

【Ａ14】一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合は、訪問介護

員等の交代の有無に関わらず、１回の訪問介護として算定することとしている。これは複数の事

業者からの複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行う場合にも適用される。（なお複数の事

業者の場合訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられる。） 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成 15年 5月 30日） 

 

【他の居宅サービスとの給付調整】 

○ 居宅要介護者であっても、以下のサービスを受けている間は、訪問介護費を算定できない。 

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪

問介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、通

院等乗降介助の提供を行った場合は、通院等乗降介助の単位を算定する。 

居宅算定基準 
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【施設等の入退所日及び外泊時の取り扱い】 

○ 施設サービス及び短期入所サービスの入所日（退所日）においては、入所前（退所後）であれば訪

問介護費を算定できる。 

○ 施設入所者であって外泊中又は試行的退所（介護老人保健施設）を算定している者については、訪

問介護費を算定できない。 

○ 医療保険適用病床入院から外泊中の者に対しても、訪問介護費は算定できない。 

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院）日又は短期入所療養介護のサービス終了日

(退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リ

ハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービス

や短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日）に通所介護

サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

また、入所(入院）当日であっても当該入所(入院）前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。

ただし、入所(入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービ

ス計画は適正でない。 

また、施設入所(入院）者が外泊又は介護保健施設サービス費の試行的退所を算定した場合には、外泊

時又は試行的退所を算定時に居宅サービスは算定できない。 

居宅算定基準留意事項 

【問４】医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は

可能か。 

【答】医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険による算定は

できない。 

平成 12年介護報酬Ｑ＆Ａ(Vol.2) 

 

 

【同一時間帯に他の訪問サービスを利用する場合の取扱い】 

○ 同一時間帯にひとつの訪問サービスが原則であるが、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、

必要があると認められる場合に限り、同一時間帯に以下の組み合わせの訪問サービスをそれぞれ算

定できる。 

・ 訪問介護＋訪問看護 

・ 訪問介護＋訪問リハビリテーション 

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問介護と訪問

看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の

心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる

場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全

身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らか

にし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するこ

とをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用す

ることが必要であると判断され、３０分以上１時間未満の訪問介護(身体介護中心の場合）と訪問看護(指

定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 396 単位、訪問看

護については 821単位がそれぞれ算定されることとなる。 

居宅算定基準留意事項 
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【Ｑ３】同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 

【Ａ３】利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例え

ば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリ

テーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じ

て、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサー

ビスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 

  訪問入浴介護は看護職員１人と介護職員２人の３人体制による入浴介助を基本としており、当該訪

問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行っ

た場合には別に訪問介護費を算定できない。 

介護報酬に係るＱ＆Ａ(Vol.2)について（平成 15年 6月 30日） 

 

【同一時間帯に通所サービスを利用する場合の取扱い】 

○ 通所サービスの利用時間帯に、訪問サービスの所定単位数は算定できない。 

同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算定

できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等

を行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェック等

も合わせて行うべきものであることから、訪問介護(生活援助が中心の場合）の所定単位数は算定で

きない（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用する

かどうかにかかわらず、同様である。）。 

居宅算定基準留意事項 

 

  

【複数の要介護高齢者がいる世帯に１人のヘルパーが派遣される場合の取扱い】 

○ 複数の要介護高齢者がいる世帯に１人のヘルパーが派遣される場合は、以下のとおりケアプラン上

に位置づけられた標準的な所要時間に対し、訪問介護費を算定する。 

身体介護 → それぞれに標準的な所要時間を見込んでケアプラン上に位置づける 

生活援助 → 要介護者間で適宜時間を振り分け、ケアプラン上に位置づける 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢者夫

婦のみの世帯に１００分間訪問し、夫に５０分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に５０分の訪問介

護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396単位ずつ算定される。ただし、生活援助

については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。また、要介護者と要支援者等がいる世

帯において同一時間帯に訪問介護及び介護保険法第 115条の 45第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問介護費の算定に当たっては、要介護

者へのサービスに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助につい

ても、適宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算定すること。 

居宅算定基準留意事項 
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４ 身体介護中心型    

【身体介護中心型とは】 

○ 「身体介護」とは、以下の介助等をいい、１人の利用者に対して訪問介護員等が１対１で行うこと

が原則である。 

・ 利用者の身体に直接接触して行う介助 

・ 上記を行うために必要な準備及び後始末 

・ 利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助 

「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及

び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助で

あり、１人の利用者に対して訪問介護員等が１対１で行うものをいう（特別な事情により複数の利

用者に対して行う場合は、１回の身体介護の所要時間を１回の利用者の人数で除した結果の利用者

１人当たりの所要時間が(4)（Ｐ３６～Ｐ３８参照）にいう要件を満たすこと）。その具体例として

は、例えば、「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為

（例：声かけ・説明→訪問介護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事

姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂取介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→

食べこぼしの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など）が該当するものであり、具体的な

運用に当たっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取扱いとするこ

と。（具体的な取扱いは、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年

３月１７日老計１０号）を参照すること。） 

 また、「利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助」とは、

利用者の日常生活動作能力などの向上のために利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや

介助に合わせて行う専門的な相談助言をいうこと。 

居宅算定基準留意事項 

 

【問４】身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1 回の身体介

護の所要時間を１回の利用者の人数で除した結果の利用者１人当たりの所要時間が(4)にいう要

件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。 

【答】身体介護を、特別な事情により複数の利用者に対して同時に行う場合は、全体の所要時間を

１回の利用者数で除した結果の利用者１人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利

用者について算定することとする。この計算の結果、利用者１人当たりの所要時間が 20 分未満

となる場合は、サービス提供の時間帯にかかわらず、訪問介護費の算定はできないこととする。

例えば、１人の訪問介護員等が３人の利用者に対して食事介助及び自立生活支援のための見守り

的援助を 30 分にわたり同時に行った場合は、利用者１人当たりの所要時間が 10 分（＝30 分÷

３人）であるが、20 分未満の身体介護中心型を、それぞれの利用者に算定することはできない。 

なお、「特別な事情」の具体的内容は特に規定しておらず。利用者個々人の身体状況や生活実

態等に応じて判断されたい。 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 
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【２０分未満の身体介護を算定できる場合】 

○  所要時間２０分未満の「身体介護中心型」は、次の場合に算定できる（単なる安否確認や健康チェ

ック、それに伴う若干の身体介護を行う場合には、算定できない）。 

①身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が２０分未満である場合は、イ(１)の所定単位数

を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大

臣が定める基準（※１）に適合するものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の

中核市（以下「中核市」という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届

け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（※２）

に対して行われる場合は、イ(１)の所定単位数を当該算定月における１月当たりの訪問介護費を

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126

号）の別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

のイ(１)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定す

る。 

居宅算定基準 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。（※１） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九

号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位

数表」という。）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準 

次のいずれにも適合すること。 

イ 利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制に

あること。 

ロ 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第

五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）に係る指定訪問介護

事業者（指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をい

う。以下同じ。）が次のいずれかに該当すること。 

(１) 当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生

労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第三条の四

第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。 

(２)  当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指

定を併せて受けようとする計画を策定していること（当該指定訪問介護事業者につ

いては、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者に対して指定

訪問介護（指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同

じ。）を行うものに限る。）。 

「厚生労働大臣が定める基準」（平成27年厚生労働省告示第95号） 

 

※  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。（※２） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十

九号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費
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単位数表」という。）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用

者 

次のいずれにも該当する利用者 

イ 要介護状態区分が、要介護一又は要介護二である利用者であって、周囲の者による日

常生活に対する注意を必要とする認知症のもの及び要介護三、要介護四又は要介護五で

ある利用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた

身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの 

ロ 指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成十一年厚生省令第三十八号）第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。

以下同じ。）の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をい

い、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第五

条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。）のサービス提供責任者（指定居宅サ

ービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。）が参加し、三月に

一回以上開催されている場合に限る。）において、おおむね一週間のうち五日以上、頻

回の訪問を含む所要時間が二十分未満の指定訪問介護（指定居宅サービス等基準第四条

に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）（身体介護に該当するものに限る。）の

提供が必要であると認められた利用者 

「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」（平成27年厚生労働省告示第94号） 

＿ 

 

① 所要時間２０分未満の身体介護中心型の単位の算定については、次の各号に掲げるいずれにも

該当する場合には、頻回の訪問（⑷④のただし書きに規定する、前回提供した指定訪問介護からお

おむね２時間の間隔を空けずにサービスを提供するものをいう。（以下訪問介護費において同

じ。））を行うことができる。 

ａ 次のいずれかに該当する者 

 ⒜  要介護１又は要介護２の利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要と

する認知症のもの。（「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」と

は、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。） 

⒝ 要介護３、要介護４及び要介護５の利用者であって、「「障害老人の日常生活自立度（寝た

きり度）判定基準」の活用について」（平成３年１１月１８日老健１０２－２号厚生省大臣

官房老人保健福祉部長通知）におけるランクＢ以上に該当するもの（当該自立度の取扱いに

ついては、第２の１の⑺に定める「認知症高齢者の日常生活自立度」の取扱いに準じる。） 

ｂ  ａの要件を満たす利用者を担当する介護支援専門員が開催するサービス担当者会議におい

て、一週間のうち５日以上、頻回の訪問を含む２０分未満の身体介護の提供が必要と判断され

たものに対して提供される指定訪問介護であること。この場合、当該サービス担当者会議につ

いては、当該指定訪問介護の提供日の属する月の前３月の間に一度以上開催され、かつ、サー

ビス提供責任者が参加していなければならないこと。なお、一週間のうち５日以上の日の計算

に当たっては、日中の時間帯のサービスのみに限らず、夜間、深夜及び早朝の時間帯のサービ

スも含めて差し支えないこと。 

ｃ 当該指定訪問介護を提供する指定訪問介護事業所は、２４時間体制で、利用者又はその家族

等から電話等による連絡に常時対応できる体制にあるものでなければならない。 

また、利用者又はその家族等からの連絡に対応する職員は、営業時間中においては当該事業
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所の職員が１以上配置されていなければならないが、当該職員が利用者からの連絡に対応でき

る体制を確保している場合は、利用者に指定訪問介護を提供することも差し支えない。また、

営業時間以外の時間帯については、併設する事業所等の職員又は自宅待機中の当該指定訪問介

護事業所の職員であって差し支えない。 

ｄ 頻回の訪問により 20分未満の身体介護中心型の単位を算定する指定訪問介護事業所は、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営しているもの又は指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける計画を策定しているものでなければなら

ないこと（要介護１又は要介護２の利用者に対して提供する場合は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所と一体的に運営しているものに限る。）。 

ｅ  ｃ及びｄの事項については届出を要することとされており、日中における２０分未満の身体

介護中心型の算定を開始する始期については、体制届の提出の取扱いに準じること。 

 

② ２０分未満の身体介護中心型については、下限となる所要時間を定めてはいないが、本時間区

分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助

等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を想定しており、訪問介護の

内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合に

は、算定できないものであること。 

また、いずれの時間帯においても２０分未満の身体介護中心型の単位を算定する場合、引き続

き生活援助を行うことは認められない（緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く。）ことに留

意すること。 

 

③ ①の規定により、頻回の訪問を含む 20分未満の身体介護中心型の単位を算定した月における

当該利用者に係る１月当たりの訪問介護費は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（平成 18年厚生労働省告示第 126号）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の

イ⑴（訪問看護サービスを行わない場合）のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位

数を限度として算定できるものであること。なお、頻回の訪問の要件を満たす事業所の利用者で

あっても、当該月において頻回の訪問を含まない場合は、当該算定上限を適用しないこと。 

なお、頻回の訪問として提供する 20分未満の身体介護中心型の単位を算定する場合は、当該

サービス提供が「頻回の訪問」にあたるものであることについて、居宅サービス計画において、

明確に位置付けられていることを要するものであること。 

居宅算定基準留意事項 

 

【問２】 20分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。 

【答】 20分未満の身体介護の内容については、在宅の利用者の生活にとって定期的に必要となる排

泄介助、体位交換、起床・就寝介助、服薬介助等の短時間サービスを想定しており、従前どお

り単なる本人の安否確認や健康チェック、声かけ等のサービス提供の場合は算定できない。 

また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用

者の意向等を踏まえずに本来 20 分以上の区分で提供すべき内容の身体介護を複数回に分け提

供するといった取扱いは適切ではない。 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

【問５】 20分未満の身体介護中心型については、「引き続き生活援助を行うことは認められない」

とされているが、利用者の当日の状況が変化した場合に、介護支援専門員と連携した結果、当初

の計画に位置付けられていない生活援助の必要性が認められ、全体の所要時間が 20 分を超えた
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場合であっても同様か。 

【答】20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行うことを位置付けることはできない。 

なお、排泄介助の提供時に失禁によりシーツ交換やベッド周辺の清掃が必要となった場合等に

おいては、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が認める（事後

の判断を含む。）範囲においてサービス内容の変更を行い、変更後のサービス内容に応じた所要

時間に基づき、所要時間 20分以上の身体介護又は生活援助として算定すること。 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

【問12】「概ね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算

する」とあるが、20分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。 

【答】一般の訪問介護事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有

しないもの）については、20分未満の身体介護中心型を含め、概ね２時間未満の間隔で指定訪

問介護が行われた場合には、それぞれの所定単位数を合算する。 

一方、頻回の訪問を行うことができる指定訪問介護事業所については、20分未満の身体介護

に限り、前後の訪問介護との間隔が概ね２時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞ

れのサービスの所要時間に応じた単位数が算定される。 

したがって、20分未満の身体介護の前後に行われる訪問介護（20分未満の身体介護中心型を

算定する場合を除く。）同士の間隔が概ね２時間未満の間隔である場合には、それぞれの所要

時間を合算するものとする。 

※ 平成24年度報酬改定Q＆A(vol.１)(平成24年３月16日)訪問介護の問３は削除する。 

（１）一般の訪問介護事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有

しないもの） 

（ケース１） 

 

 

次の訪問介護費を算定 

① 30分以上1時間未満(a)+(b)  396単位 

② 20分以上30分未満(c)  250単位 

（ケース２） 

 

 

 

次の訪問介護費を算定 

① 20分以上30分未満(a)及び(c)  250単位×2回 

② 20分未満(b)  167単位 
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（２）頻回の訪問を行う訪問介護事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備

計画を有するもの） 

（ケース３） 

  

 

 

次の訪問介護費を算定 

① 30分以上1時間未満(a)+(c)  396単位 

② 20分未満(b)  167単位 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問13】頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型については、サービス担当者会議におい

て「概ね１週間に５日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20分未満の指定訪問介護が必要であ

ると認められた利用者」についてのみ算定可能とされているが、短期入所生活介護等の利用に

より、１週間訪問介護の提供が行われない場合は算定できないのか。 

【答】「１週間に５日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20分未満の指定訪問介護が必要であると

認められた利用者」とは、排泄介助等の毎日定期的に必要となるサービスの提供が必要となる

者を想定しており、当該必要となるサービスについて他のサービス等で代替が可能であれば、

必ずしも１週間のうちに５日以上、頻回の訪問を含む短時間サービスを実際に提供しなければ

ならないという趣旨ではない。 

※ 平成24年度報酬改定Q＆A(vol.１)（平成24年３月16日）訪問介護の問７は削除する。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問14】頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型を算定する場合、「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の指定を併せて受ける計画を策定しなければならない。」とあるが、所在

地の市区町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定について公募制度を採用している場

合、要件を満たすことができるか。 

【答】事業所所在地の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定状況等にかかわらず、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の実施のための計画を策定していれば算定は可能である。 

※ 平成24年度報酬改定Q＆A(vol.１)（平成24年３月16日）訪問介護の問８は削除する。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

【問15】頻回の訪問を含む20分未満の身体介護（サービスコード：身体介護02）を算定した場合、当

該利用者に係る１月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（訪問看

護サービスを行わない場合）が限度となるが、これは「身体介護02の１月あたり合計単位数が定

期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。 

【答】頻回の訪問を含む20分未満の身体介護を算定した月における当該利用者に係る１月あたりの訪

問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費が限度となるが、この場合の訪問介護費とは、

訪問介護費全体の合計単位数を指すものである。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 
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【問16】頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻

回の訪問」にあたることを居宅サービス計画において明確に位置付けることとされているが、具

体的にどのように記載すれば良いか。 

 

【答】頻回の訪問を含む20分未満の身体介護を算定した場合、当該利用者に係る１月あたりの訪問介

護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度とな

るため、月ごとの訪問介護の利用状況に応じて、当該利用者が算定できる訪問介護費の上限が異

なることとなるため、居宅サービス計画の給付管理を通じて上限額を管理する必要がある。 

このため、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護を算定する利用者に係る訪問介護費の上限管

理について遺漏の無いようにするため、頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護を算定す

る場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画の中で明確に位

置付けることを求めているところである。 

具体的な記載例として、頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護については、例えば、

居宅サービス計画のうちサービス利用票に、次のように記載することを想定している。 

 （サービス利用票への記入例） 

 
平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問17】頻回の訪問を算定することができる利用者のうち、要介護１又は要介護２である利用者につ

いては、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」であることとされ

ているが、具体的にどのような程度の認知症の者が対象となるのか。 

【答】「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」とは、日常生活自立度の

ランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものであり、「指定居宅サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」（平成12年３月1日老企第36号）第二の１（７）の規定に基づき決定するものとする。 

 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 
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【自立支援のための見守り的援助】 

○ 「自立生活支援のための見守り的援助」は身体介護の区分に含まれる。 

○ 自立支援、ＡＤＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいい、単な

る見守りや声かけは含まない。 

○ 平成 30年度介護報酬改定により、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」

を明確化する [訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第 10号）] 

【Ｑ３】自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について 

【Ａ３】身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援助」とは自立支援、ＡＤ

Ｌ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守りや

声かけは含まない。 

  例えば、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助に関連する行為であっても、 

・ 利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の声かけや疲労の確認をする 

・ 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等の

ための見守り・声かけを行う 

・ 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより生活暦の喚起を促す 

・ 車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるように援助する 

という、利用者の日常生活動作能力（ＡＤＬ)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立生

活支援のためのサービス行為は身体介護に区分される。掃除、洗濯、調理をしながら単に見守

り・声かけを行う場合は生活援助に区分される。 

  また、利用者の身体に直接接触しない、見守りや声かけ中心のサービス行為であっても、 

・ 入浴、更衣等の見守りで、必要に応じた介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行

う 

・ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけなど、声かけや見守り中心で必要なときだけ

介助を行う 

・ 移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守

る 

という介助サービスは自立支援、ＡＤＬ向上の観点から身体介護に区分される。そうした要件

に該当しない単なる見守り・声かけは訪問介護として算定できない。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成 15年 5月 30日） 

 

 

１－６ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯ

Ｌ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等） 

○ベッド上からポータブルトイレ等（いす）へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付

き添い、必要に応じて介助を行う。 

○認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより、一人

で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。 

○認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。 

○入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認など

を含む） 

○移動時、転倒しないように側について歩く（介護は必要時だけで、事故がないように常に見

守る） 
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○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中心で必要な時だけ介助） 

○本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、

服薬を促す。 

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓（安全確認の声か

け、疲労の確認を含む） 

○ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は

思い出してもらうよう援助 

○認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促

す。 

○洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等の

ための見守り・声かけを行う。 

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバー

の交換等 

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修 

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け（安全確認の

声かけ、疲労の確認を含む） 

○車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助 

○上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介

護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬ向上の観点

から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたも

の。 

 

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」 

 

 

【マッサージの取扱い】 

○ マッサージについては、当該サービス行為を行う者の資格に関わらず、身体介護サービスに含まな

い 

【Ｑ６】訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体

介護中心型を算定できるか 

【Ａ６】訪問介護は、「居宅において介護を受ける者の居宅における、入浴・排せつ・食事等の介

護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の世話

」（法８条２項、施行規則５条）とされており、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分や個

々のサービス行為の一連の流れについては、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等につ

いて」（平成１２年３月１７日老計１０号）に規定されている。 

  マッサージについては、当該サービス行為を行う者の資格に関わらず、身体介護サービスに含

まない。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成 15年 5月 30日） 
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【理美容サービスの取扱い】 

○ 理美容サービスは、訪問介護費の算定対象とならない。 

【２】指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含め

て介護報酬を算定してよいか。 

【答】「訪問介護」とは、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為については、訪問介護サービス

に該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。理美容サービスについては、短期入

所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間中に必要となることも想定されるため、これ

らのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及び費用について利用者等から同意

を得て理美容を提供した場合、実費相当額を「日常生活に要する費用」として利用者等から支払

いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービスにおいては、当該サービスの提供時

間中に理美容が必要となることは考えにくく、これらの事業所が理美容を行う場合は、これらの

サービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなる。 

また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、介護予防・生

活支援事業の訪問理美容サービス事業を積極的に活用して対応されたい。   

運営基準等に係るＱ＆Ａについて（平成 14年 3月 28日） 

 

 

【訪問介護員の行う医療行為】 

 医師、看護師等の資格を有しない者が医療行為(※1)を行うことは、原則として(※2)できない。

また、看護師等の資格を有する訪問介護員が訪問介護の提供中に医療行為を行っても、当該医療行

為は訪問介護費の算定対象とならない。 

※1 非医療行為の範囲について 

「医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈について」

（平成１７年７月２８日老振発第０７２８００１号）参照 

※2  痰の吸引等は医療行為であるが、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正等により、一定の

研修を修了した介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、当該認

定特定行為業務従事者が所属する事業所が、「登録特定行為事業者」として県の登録を受けた上

で、平成２４年４月１日から喀痰吸引等の行為を行うことができることとされた。 

  この他、喀痰吸引等を行う場合は、医療関係者との連携に関する基準や喀痰吸引等を安全適正

に実施するための基準を満たす必要があるため、共通編を充分理解すること。 
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【介護職員によるたんの吸引】 

○ たんの吸引を実施する事業所については、医療関係者との連携の確保等の要件を満たし、県知事の

登録を受ける必要がある。 

○ 登録を受けている事業所が、指定訪問介護として行うたんの吸引等に係る報酬上の区分については、

「身体介護」として取り扱う。 

 社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等

（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる

経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。）の業務を行うための登録を受けている事業所が、

指定訪問介護として行うたんの吸引等に係る報酬上の区分については「身体介護」として取り扱う

こと。 

居宅算定基準留意事項通知 

【問 116】 社会福祉士及び介護福祉士法（士士法）の改正により、介護職員等によるたんの吸引（口

腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）と経管栄養（胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養）が４月から

可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。 

【答】士士法の改正により、一定の研修を受け、都道府県知事の認定を受けた介護職員がたんの吸引

等を実施することが可能となるが、介護職員によるたんの吸引を実施する事業所については、医

療関係者との連携の確保等の要件を満たし、都道府県知事の登録を受ける必要がある（※）。こ

の登録については、医療機関（病院、診療所）である事業所については、対象とならず、士士法

に基づく介護職員によるたんの吸引等は実施できない。 

※１ 登録の要件については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（以下「士士法施行規則」

という。）の規定のほか、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律について（喀

痰吸引関係）」（社援発 1111第 1 号平成 23 年 11 月 11 日付社会・援護局長通知）その他関

連のＱＡ等を参照。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/tannokyuuin.html 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

【問 119】 訪問介護において、たんの吸引等を訪問介護計画にどのように位置付けるのか。 

【答】介護職員によるたんの吸引等を実施する事業所の登録要件の１つとして、士士法施行規則第 26 

条の 3 第 3 号（同規則附則第 16 条において準用する場合を含む。以下の士士法施行規則の規

定においても同じ。）においては、たん吸引等計画書を医師又は看護職員との連携の下に作成す

ることとされている。 

（注） 様式例については、社会・援護局福祉基盤課から発出予定の事務連絡を参照すること。 

このため、計画作成については、訪問看護事業所等との連携を確保し、必要な助言等を受ける

ことが必要であり、こうした訪問介護事業所に対する訪問看護事業所の支援について、看護・介

護職員連携強化加算により評価が行われる。 

また、訪問介護サービスの一環としてたんの吸引等を実施する場合、たん吸引等計画書は、訪

問介護計画と一体的に作成される必要があるが、訪問介護計画とたん吸引等計画書を別に作成

することは差し支えない。なお、この場合、計画書は訪問介護計画と一体で作成するものである

ことから、２年間（※）保存することが必要である 

さらに、たんの吸引等を訪問介護において実施した場合は、当該たんの吸引等の実施状況に関

する報告書を作成し、医師に提出することが必要である。この報告書は訪問の都度記載する記録

とは異なり、医師に定期的に提出するものであり、サービス提供の記録に基づき適切に作成する

必要がある。 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

※保存期限は条例により５年間となっているため留意すること 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/tannokyuuin.html
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【問 120】訪問介護事業所におけるたんの吸引等に係る計画書はサービス提供責任者が作成しなけれ

ばならないのか。 

【答】たん吸引等報告書の作成は、サービス提供責任者に限られないが、訪問介護として位置付ける

場合には、訪問介護計画と一体的に作成する必要があるため、サービス提供責任者は、たん吸引

等報告書を作成した者から助言を得て、適切に状況を把握することが必要である。 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

 

 

【特段の専門的配慮をもって行う調理】 

○「特段の専門的配慮をもって行う調理」とは、医師の指示等に基づき適切な栄養量及び内容を有する

特別食等の調理を指す（単に、ヘルパーが塩分控えめ、カロリー控えめの注意した食事を用意しただ

けでは身体介護は算定できない）。 

【Ｑ】「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日老計第１

０号）別紙１－１－３においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとし

て「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。 

【Ａ】「厚生労働大臣が定める者等」（平成１２年２月１０日厚生省告示第２３号）の十二にいう

「厚生労働大臣が定める特別食」※を参照されたい。 

  なお、調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、

脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理

栄養士の居宅療養管理指導に沿った調理を行うなど、居宅療養管理指導事業所との連携が重要で

あることに留意されたい。 

運営基準等に係るＱ＆Ａについて（平成 14年 3月 28日） 

※ 厚生労働大臣が定める特別食 

 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のニの注のイの厚生労働大臣が定め

る特別食 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を

有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥

下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及

び軟食を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

５ 生活援助中心型    

【生活援助中心型とは】 

○ 生活援助とは、居宅要介護者に対して行われる調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを

受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずるものをいう。 

○ 生活援助中心型の訪問介護費は、単身又は同居家族等が障害・疾病その他同様のやむを得ない理由

により、家事を行うことが困難である場合に算定できる。 

単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と同居している利

用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行う

ことが困難であるものに対して、生活援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受

けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第８条第２項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。）が中心である指定

訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。 

居宅算定基準 

「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が１人暮らしであるか

又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、

これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、

家事が困難な場合をいうものであること。 

 なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けた場合には、居宅サービス計画

書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全

般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確

に記載する必要がある。 

居宅算定基準留意事項 

同様のやむを得ない事情とは、障害、疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利用者の状

況に応じて具体的に判断されるというものである。したがって、市町村においては、同居家族等の

有無のみを判断基準として、一律に介護給付の支給の可否を機械的に判断しないようにされたい。 

介護保険最新情報 vol.26(平成 19年 12月 20日) 

 

 

【生活援助の内容】 

○ 「日常生活の援助」に該当しない行為は生活援助に含まれない。 

「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助

とされたが、次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。（具体

的な取扱いは「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成１２年１１月１６日老

振７６号）を参照。） 

 ①商品の販売や農作業等生業の援助的な行為 

 ②直接本人の援助に該当しない行為  

  ・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 

 ③日常生活の援助に該当しない行為 

  ・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 

  ・日常的に行われる家事の範囲を超える行為 

居宅算定基準留意事項 

 



- 54 - 

 

 

【生活援助の時間区分】 

【問９】今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供

できなくなるのか。 

【答】今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が20分以上45分未満と45分以上の２区分と

見直されたが、これは必要なサービス量の上限等を付したわけではなく、利用者個々の状況に応

じた介護支援専門員とサービス提供責任者による適切なアセスメント及びケアマネジメントに基

づき、利用者のニーズに応じた必要な量のサービスを提供するべきであることは従前どおりであ

る。 

また、この見直しにより、これまで提供されてきたサービスを利用者の意向等を踏まえずに、

新たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならず、適切なアセスメントとケアマ

ネジメントに基づき、見直し以前に提供されていた60分程度のサービスや90分程度のサービスを

45分以上の生活援助として位置付け、見直し後も継続して提供することは可能である。 

また、必要に応じて見直し以前に提供されていたサービスに含まれる行為の内容を再評価し、

例えば、１回のサービスを午前と午後の２回に分けて提供することや、週１回のサービスを週２

回とする等、より利用者の生活のリズムに合わせた複数回の訪問により対応することも可能であ

る。 

※ 平成18年Ｑ＆Ａ（V0l.2）（平成18 年3月27日）問27は削除する。 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

【問 10】生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商

品を購入することは可能か。 

【答】訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、生活援

助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等は利用者の自宅に立ち寄ってから、

購入すべき食品又は日用品等を利用者に確認し、店舗に向かうこととしてきたが、前回訪問時

あるいは事前の電話等により利用者から購入すべき商品を確認した上で、事業所等から店舗に

向い、商品を購入後、利用者の居宅に向かうことができるものとする。 

なお、この場合の訪問介護の所要時間については、店舗での買い物に要する標準的な時間及

び利用者の居宅における訪問介護に要する標準的な時間を合算したものとすること。 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 

 

６ 通院等乗降介助    

【通院等乗降介助とは】 

○ 車両への乗車又は降車の介助に併せ、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先・

外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に算定する。 

要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの

運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外に

おける移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に

１回につき所定単位数を算定する。 

居宅算定基準 

 

 



- 55 - 

 

【算定に当たっての留意事項】 

○ 片道について所定単位数を算定する（乗車・降車のそれぞれで算定することはできない） 

○ 往路のみ・復路のみの算定は可能。 

片道につき所定単位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することは

できない。 

居宅算定基準留意事項 

【Ｑ21】往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはでき

るか。 

【Ａ21】「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件

を満たす場合は復路について算定できる 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ 複数の利用者に対して乗降時に１対１で乗降介助が行われれば、それぞれの利用者について算定で

きる。 

複数の要介護者に通院等乗降介助を行った場合であって、乗降時に１人の利用者に対して１対１で行

う場合にはそれぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。 

居宅算定基準留意事項 

 

○ 利用目的は通院のみに限らない。                 ＜令和３年度：改定＞ 

利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じも

のである。つまり、「日常生活上・社会生活上必要な行為」である。 

なお、この場合の「通院等」には、入院と退院も含まれる。 

 居宅算定基準留意事項 

 

○ 乗車・降車の介助のみを行った場合は、「通院等乗降介助」の算定対象とならない。 

「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外におけ

る移動等の介助」を行うか、又は、「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を行

う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算

定対象とならない。 

居宅算定基準留意事項 

 

○ 車からの乗降時に車内から見守るのみの場合、「通院等乗降介助」の単位を算定できない。 

 サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後

の屋内外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」と

は、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向

上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に

見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。 

                                   居宅算定基準留意事項 

 

○ 通院等に伴い関連して行われる居室内での声かけ・説明、目的地（病院）へ行くための準備を別に

「身体介護中心型」として算定することはできない。 

通院等乗降介助は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋

内外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連
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のサービス行為として含むものであり、それぞれ行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は

「身体介護中心型」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での

「声かけ・説明」、「目的地（病院等）に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、

「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「身体介護中心型」として算定できない。 

居宅算定基準留意事項 

 

○ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合、目的地間の移送等に係る乗降介助に関しても、

同一の指定訪問介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。 

＜令和３年度：改定＞ 

目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病院等）間の移送や、通所サービ

ス・短期入所サービスの事業所から目的地（病院等）への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定

訪問介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。なお、この場合、通所サービスについて

は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算（以下の具体的取な取扱いにおいて「送迎減算

」という。）が適用となり、短期入所サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算

定できない。 

 

〔具体的な取扱い〕居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業所の通院等乗降介助を利用

することを条件に算定する。具体例は以下のとおり。 

ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通院等乗降介助

を利用して居宅へ帰る場合 通所介護事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回に

ついて、通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

  ↓ 

・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・居宅 

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して

通所介護事業所へ行く場合 居宅と病院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回に

ついて、通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用 

  ↓ 

・居宅 

ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院へ行き、その後再び通院等乗

降介助を利用して居宅へ帰る場合 居宅と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅

の間の移送の３回について、通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（３回目） 

・居宅 

居宅算定基準留意事項 
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○ 要支援者に対する「通院等乗降介助」は算定できない。 

【Ｑ20】要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について 

【Ａ20】「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。 

ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・

外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。 

 介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ 特別な事情のない限り、通所サービス・短期入所サービスの送迎で「通院等乗降介助」の算定はで

きない 

通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事業所との間の送迎を行う場合は、

当該利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない

限り、短期入所サービスの送迎加算を算定することとし（通所サービスは基本単位に包括）、「通院等

乗降介助」は算定できない。 

               居宅算定基準留意事項 

 

○ １人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して通院等乗降介助を行った場合も、１回の通院

等乗降介助の算定となる 

なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、１

回の「通院等乗降介助」として算定し、訪問介護員等ごとに細かく区分して算定できない。 

居宅算定基準留意事項 

 

○ 通院等乗降介助の単位を算定するに当たっては、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービ

ス計画に位置付けられている必要がある 

「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決

すべき課題に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サ

ービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、 

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること 

を明確に記載する必要がある。 

                   居宅算定基準留意事項 

 

○ 医療機関から医療機関への移送に伴う介護については通院等乗降介助を算定できない。 

【Ｑ4】１日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。 

【Ａ4】居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービ

ス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療

機関への移送に伴う介護については､「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはでき

ない。 

ただし、居宅が起点又は終点となる場合、その間の医療機関から医療機関への移送に伴う介護に

ついては、同一の事業所が移送を行う場合に限り、算定することができる。 

 令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.4）（令和3年3月29日） 
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【道路運送法との関係について】 

○ 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送（通院等乗降介助を含む）は、道路運送法上の有償運送

であるとされており、道路運送法上の許可又は登録を受けて行う必要がある。 

※ 平成 15年の厚生労働省通知（「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体

介護が中心である場合」の適用関係等について：平成 15 年 5 月 8 日老振発第 0508001 号・老老発第

0508001号）で、「一律に道路運送法上の許可を受けなければ介護保険の適用を受けられなくなるもの

ではないこと」とあるが、この取扱いは変更となっているので注意すること！ 

１．訪問介護について 

① 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第４条又は第４３条の事業許可（一般又は特定）によることを原則とする。 

② ＮＰＯ法人その他道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４８条に定める法人

等は、一定の手続き、条件の下で、道路運送法第７９条に基づく登録を受けることができる。 

③ 訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合については、一定の手続き、条

件の下で、道路運送法第７８条第３号に基づく許可を受けることができる。 

④ 訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録を求めること

とし、これらを受けずに運送を行う訪問介護事業所については、介護報酬の対象としないもの

とする。 

介護輸送に係る法的取扱いについて（平成１８年９月付け国土交通省・厚生労働省連名文書）参照 

 

 

～「通院等乗降介助」の算定にあたっての手続き～ 

通院等乗降介助を行う場合は、道路運送法上の許可等を得た上で、熊本県又は熊本市に「変更届」及

び「介護給付費算定体制に係る体制等に関する届出」を行う必要がある。 

       

・ 指定申請書 又は 変更届（運営規程の変更）の提出 

・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出 

↓ 

県から市町村に意見照会 ※県のみ 

             ↓（特に問題がない場合） 

変更届及び体制届出の受理 

↓ 

算定開始 
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【「通院等乗降介助」と「身体介護」の適用関係について】 

○ 利用者の外出に係る介助については、「通院等乗降介助」又は「身体介護中心型」（通院・外出介

助）により算定する。 

○ 「身体介護中心型」については、公共交通機関等を利用し、運転者とは別の訪問介護員等が介助に

あたることが原則である。 

例外要件については以下のとおり。 

 

(１)及び(１)’・・・通院等乗降介助を算定する場合（要介護１～５のみ） 

［算定要件］ 要介護者に対し、訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行うと

ともに、併せて、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助、または通院先・外出先

での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合 

［介護報酬］ 片道につき 99単位を算定する。 

［院内介助］ 通院等乗降介助の内容として包括して評価されているため、別に身体介護中心型を算

定できない。 

 

 

 

 

(２)及び(２)’・・・身体介護中心型を算定する場合（要介護４・５のみ） 

［算定要件］ 要介護４、５の者に、通院等のための乗車・降車を行うことの前後に連続して相当の所

要時間（20分～30分程度以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合 

［介護報酬］ 所要時間に応じた「身体介護中心型」の単位数を算定する。 

［院内介助］ 基本的には院内のスタッフにより対応されるべきであるが、場合により算定対象とな

る。 

99 99 

99 99 



- 60 - 

 

 

 

 

 

(３)及び(３)’・・・身体介護中心型を算定する場合（要介護１～５のみ） 

［算定要件］ 要介護１～５の者に、居宅における外出に直接関連しない身体介護（例：入浴介助・身体

介助など）に 30分～1時間程度以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合 

［介護報酬］ 所要時間に応じた「身体介護中心型」の単位数を算定する。 

［院内介助］ 基本的には院内のスタッフにより対応されるべきだが、場合により算定対象となる。 
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「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関

係等について（平成 15年 5月 8日老振発第 0508001号・老老発第 0508001号）（一部加筆） 

 

○ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合は、「身体介護」の単位を算定することはできない。 

指定訪問介護事業者が「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、「身

体介護中心型」の所定単位数は算定できない。 

           居宅算定基準留意事項 

 

○ 公共交通機関による通院・外出介助については「身体介護中心型」を算定できる。 

【Ｑ23】公共交通機関による通院・外出について 

【Ａ23】要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の公共交通機関を利用して移送中の気分の確認も含

めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。なお、タク

シーも公共交通機関に含まれる。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ 「通院等乗降介助」を算定した場合は、通院先での受診中の待ち時間について、別に「身体介護中

心型」を算定できない。 

【Ｑ25】いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間の取扱について 

【Ａ25】「通院等乗降介助」は通院等のための外出に直接関連する身体介護の一連のサービス行為を包

括評価しているため、通院先での受診中の待ち時間については、待ち時間の長さや待ち時間における

介護の内容に関わらず、「通院等乗降介助」を算定することになり、別に「身体介護中心型」を算定

できない。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ ２人の訪問介護員等による通院・外出介助を行った場合、１人分について「身体介護中心型」、も

う一人分について「通院等乗降介助」を算定することはできない。 

【Ｑ28】通院・外出介助において、利用者の状況等により、２人の訪問介護員等によるサービス提供が

必要となった場合の取扱いについて 

【Ａ28】通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護

も含めた介護行為を行う場合は、当該訪問介護員等は「身体介護中心型」を算定するが、このとき、

当該車両を運転するもう１人の訪問介護員等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に「

通院等乗降介助」を算定することはできない。 

  ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重たい利用者に重介護を内容とする訪問介護

を提供する場合や、②エレベータのない建物の２階以上の居室から外出をさせる場合など、利用者の
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状況等によりやむを得ずに２人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、２人

の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の１００分の２００に相当する

単位数を算定できる。 

  また、上記の場合において、例えば、２人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行い、その後、

１人の訪問介護員等が移送中の介護も含めた介護行為を行う場合は、２人の訪問介護員等によるサー

ビス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等のサー

ビス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中心型」を算定できる。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ 運転手とは別に訪問介護員等が同乗していても、移送中に介護を全く行わない場合は、身体介護中

心型の算定はできない。 

【Ｑ29】別に同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中に介

護を全く行わない場合の取扱いについて 

【Ａ29】車両を運転する訪問介護員等とは別に訪問介護員等が同乗する場合であっても、当該同乗する

訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中の気分の確認など移送中

に介護を全く行わない場合については、「通院等のための乗車又は降車の介助」と実質的に同じ内容

のサービスであるので、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することとし、「身体介護中

心型」は算定できない。 

 介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ 通院等乗降介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間を要しかつ手間のかかる身体介護を行

う場合には、運転時間を控除した「身体介護中心型」の所定単位数が算定できる（要介護４、５の

利用者に限る）。 

要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続

して相当の所要時間（２０～３０分程度以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その

所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」

の所定単位数は算定できない。 

（例）（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車

いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。 

 居宅算定基準留意事項 

【Ｑ26】「要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前

後に連続して相当の所要時間（２０分から３０分程度以上）を要しかつ手間のかかる身体介護を行う

場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。」にいう「前後の

所要時間」について 

【Ａ26】要介護４又は要介護５の利用者に対して「身体介護中心型」を算定するためには、通院等のた

めの乗車・降車の介助を行うことの前または後に連続して行われる手間のかかる、外出に直接関連す

る身体介護の所要時間は２０～３０分程度以上を要する。このとき、前後の所要時間を通算できない

。（なお、「身体介護中心型」を算定する場合の算定対象時間は運転時間を控除して前後の所要時間

を通算する。） 

（例）                    

 例①は乗車前に２０分の「外出に直接関連する身体介護」を行っているため、身体介護中心型として

算定できる。乗車前及び降車後の所要時間を通算して２５分の身体介護として身体介護中心型（所要時

間３０分未満）を算定する。 

 例②は乗車前又は降車後に２０～３０分程度以上の「外出に直接関連する身体介護」を行っていない
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ため、身体介護中心型として算定できず、「通院等乗降介助」を算定する。 

 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

○ 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して外出に直接関連しない身体介護（入

浴介助・食事介助等）を３０分～１時間程度行った場合は、運転時間を控除した「身体介護中心型」

の所定単位数が算定できる。 

【Ｑ24】通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連しない身体介護 

（入浴介助・食事介助等）や生活援助（調理・清掃等）は別に算定できるのか。 

【Ａ24】「通院等乗降介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連しない身体介護 

（入浴介助・食事介助等）については、その所要時間が３０分～１時間程度以上を要し、かつ身体 

介護が中心である場合に限り、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出介助を通算した所要 

時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合に 

は、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。 

また、生活援助については、当該生活援助の所要時間が所定の要件を満たす場合に限り、その所 

要時間に応じた「生活援助中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」

の所定単位数は算定できる。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 

 

【通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱いについて】 

○ 通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。 

○ 院内の付添い行為だけをもってして単独行為として算定することはできない。 

【Ｑ５】通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について 

【Ａ５】通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。院内の付添いの

うち具体的な「自立生活支援のための見守り的援助」は、身体介護中心型として算定できる。 

なお、院内の付添いなど居宅以外において行われる訪問介護については、居宅において行われ

る目的地（病院等）に行くための準備行為を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に限り認

められるため、院内の付添い行為だけをもってして単独行為として算定することはできない。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 
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７ 加算及び減算について    

【概要】 

身体介護（２）～（４）

に引き続き生活援助

を行った場合 

所要時間が 20 分から

起算して 25 分を増す

ごとに＋67 単位（201

単位を限度） 

 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間２０分

以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合（所要時間２０分未

満の身体介護中心型を算定する場合を除く。）は、身体介護が中心である場

合の所定単位数に当該生活援助が中心ある指定訪問介護の所要時間が２０分

から計算して２５分を増すごとに 67単位（201単位を限度とする。）を加算

した単位数を算定する。 

事業所と同一の敷地

内若しくは隣接する

敷地内の建物若しく

は事業所と同一建物

等に居住する利用者

にサービス提供する

場合 

所定単位数の 

90/100 減算 10％   

 又は 

所定単位数の 

85/100 減算 15％ 

① 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は事業所と同一建

物に居住する利用者にサービス提供する場合は、所定単位数の90％を算定す

る。 

② 上記建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり50人以

上の場合は、所定単位数の85％を算定する 

 

③ 事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建

物（①に該当する以外のもの）に居住する利用者にサービス提供する場合は、

所定単位数の90％を算定する。 

２人の訪問介護員等

による場合 

所定単位数の 

200/100 

２人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等

の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合に算定する。 

① 利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等による介護が困難と認め

られる場合（例：体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪

問介護を提供する場合） 

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

③ その他利用者の状況等から判断して、①又は②に準ずると認められる場

合（例：エレベータのない建物の２階以上の居室から歩行困難な利用者

を外出させる場合） 

夜間・早朝の場合又は

深夜の場合 

早朝・夜間：＋

25/100 

深夜：＋50/100 

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が

加算の対象となる時間帯にある場合に算定する。 

早朝( 6:00～ 8:00) 夜間(18:00～22:00) 

深夜(22:00～ 6:00) 
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特定事業所加算 

Ⅰ：＋20/100 

Ⅱ：＋10/100 

Ⅲ：＋10/100 

Ⅳ：＋ 5/100 

 

＜令和３年度：改定＞ 

Ⅴ：＋ 3/100 

 

以下の基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ている事業所が指

定訪問介護を行った場合に算定できる。 

 

特別地域訪問介護加

算 

＋15/100 

「厚生労働大臣が定める地域」に所在する、指定訪問介護事業所又はサテ

ライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合

に算定する。※支給限度額管理の対象外。 

県内の特別地域加算対象地域は「対象地域一覧表」【別添資料】を参照。 

中山間地域等におけ

る小規模事業所加算 

＋10/100 

以下の（１）及び（２）の要件に該当する場合は、１回につき所定単位数

の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。※支給限度額

管理の対象外。 

（１）事業所が「厚生労働大臣が定める地域」に所在すること（特別地域加

算の対象地域を除く）。【別添資料】「対象地域一覧表」を参照 

（２）延訪問回数が２００回以下/月の事業所であること。 

中山間地域等に居住

する者へのサービス

提供加算 

＋5/100 

「厚生労働大臣が定める地域」に居住する利用者に対し、通常の事業の実

施地域を越えてサービスを提供する場合は、１回につき所定単位の１００分

の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。※支給限度額管理の対象外。 

【別添資料】「対象地域一覧表」を参照。 

⇒「通常の事業の実施地域」とは、事業所の運営規定に定める「通常の事業

の実施地域」  

この加算を算定する場合、通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費

は徴収不可。 

緊急時訪問介護加算 

＋100単位 
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネ

ージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス

提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画において計画的に

訪問することになってない訪問介護（身体介護）を緊急に行った場合は、１

回につき１００単位を加算する（以下の①～⑥の要件を満たすこと）。 

⇒①利用者又はその家族等の要請から２４時間以内に行った場合。 

 ②１回の要請につき１回を限度として算定 

 ③介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が

必要と判断した場合 

 ④加算対象となる訪問介護の所要時間は、介護支援専門員が判断 

 ⑤時間間隔≦概ね２時間、２０分未満の身体介護の算定要件の規定はこの

加算を算定する場合、適用されない。 

 ⑥要請のあった時間、要請の内容、提供時刻、当加算の対象である旨を記

録すること。 

体制要件＋人材要件＋重度要介護者等対応要件 → 特定事業所加算（Ⅰ） 

体制要件＋人材要件                    → 特定事業所加算（Ⅱ） 

体制要件     ＋重度要介護者等対応要件 → 特定事業所加算（Ⅲ） 

体制要件＋人材要件＋重度要介護者等対応要件 → 特定事業所加算（Ⅳ） 

体制要件＋人材要件                  → 特定事業所加算（Ⅴ） 

※加算(Ⅳ)は、体制要件、人材要件及び重度要介護者等対応要件が加

算(Ⅰ)～(Ⅲ)と異なるため注意 

※加算(Ⅴ)の体制要件は、加算(Ⅰ)～(Ⅲ)と同じ 
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介護職員処遇改善加算 

(Ⅰ）:各種加算減算を加えて算

定した単位数の 13.7％ 

(Ⅱ）:各種加算減算を加えて算

定した単位数の 10.0％ 

(Ⅲ):各種加算減算を加えて算定

した単位数の 5.5％ 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合に

所定単位数を加算する。 

  

 

初回加算 

１月につき＋200単位 

 

指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対

して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の

属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他

の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に

指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につ

き所定単位を加算する。 

生活機能向上連携加

算Ⅰ 

1月につき＋100単位 

 

サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設（医療法（昭和23年法律第205号）第1条の２第２項に規定する医療提供施

設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中

心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の医

師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向

上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問

介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、

所定単位数を加算する。 

生活機能向上連携加

算Ⅱ 

1月につき＋200単位 

 

【生活機能向上連携

加算Ⅰを算定して

いる場合は算定し

ない。】 

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（医

療法（昭和23年法律第205号）第1条の２第２項に規定する医療提供施設をい

い、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とし

た半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の医師、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指

定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に

サービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生

活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師

、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基

づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の

属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。 

 

認知症専門ケア加算 

1日につき 

Ⅰ：＋3単位 

Ⅱ：＋4単位 

 

＜令和３年度：改定＞ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に

届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して

専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ

き左記の所定単位数を加算する。 

ただし、左記のいずれかの加算を算定している場合においては、左記のその

他の加算は算定しない。 
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介護職員等特定処遇改善加算 

(Ⅰ）:各種加算減算を加えて算

定した単位数の 6.3％ 

(Ⅱ）:各種加算減算を加えて算

定した単位数の 4.2％ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指

定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合

に所定単位数を加算する。 

  

 

【事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一建物等に居住

する利用者に対する訪問介護減算】 

① 訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物若しくは訪問介護事業所と

同一の建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者に対し、指定訪問介護

を行った場合は、所定単位数の 90％を算定する。（②に該当する場合を除く） 

②  上記①に該当する場合に、事業所における 1月当たりの利用者が、50人以上居住する利用者

に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の 85％を算定する。 

③ 事業所における 1月当たりの利用者が、同一の建物に 20人以上居住する建物に居住する利用

者に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の 90％を算定する。 

 

 （注）Ｑ＆Ａ等について改定版がない部分については、従来のものを使用しているため、読み替

え等を行うこと。 

○指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の

建物（以下「同一敷地内建物等」という。）等に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷

地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含

む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的

な建築物として、当該建物の１階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつなが

っている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築

物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

 

② 同一の建物に20 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に20 人以上居住する建物」とは、①に該当す

るもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定訪問介護事業所の利用者が20 人以上

居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算

するものではない。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除

して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。ま

た、当該指定訪問介護事業所が、第１号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市

町村が定めるものに限る。以下同じ。）と一体的な運営をしている場合、第１号訪問事業の利用者を

含めて計算すること。 

 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能である

ことを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断す

ることがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化に
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つながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなけれ

ばならない場合 

 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該

指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

 

⑤ 同一敷地内建物等に50 人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業所の利用者が50 人

以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除

して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

居宅算定基準留意事項 

【問５】月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月

の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

【答】集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に

受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 

月の定額報酬であるサービスのうち、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪問

介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬（日割

り計算が行われる場合は日割り後の額）について減算の対象となる。 

なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならな

い。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費については利

用者の居所に応じた基本報酬を算定する。 

※ 平成24年度報酬改定Q＆A（vol.１）（平成24年3月16日）訪問系サービス関係共通事項の問１は削

除する。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問６】集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービ

ス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的

にはどのような範囲を想定しているのか。 

【答】集合住宅減算は、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、例えば、集合住宅の１

階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点

在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力（移動時間）が軽減されることから、このこと

を適正に評価するために行うものである。 

従来の仕組みでは、事業所と集合住宅が一体的な建築物に限り減算対象としていたところである。 

今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できる

ものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地に

ある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用

者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすることとし

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
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たものである。 

このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合

とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。 

・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）などの大

規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地） 

・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問７】「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利

用者に対し訪問する場合、利用者が１月あたり２０人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月

の実績で減算の有無を判断することとなるのか。 

【答】算定月の実績で判断することとなる。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問８】「同一建物に居住する利用者が1 月あたり20 人以上である場合の利用者数」とは、どのよう

な者の数を指すのか。 

【答】この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該

当する建物に居住する者の数をいう。（サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の

算定がなかった者を除く。） 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問11】集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人であ

る場合にはどのような取扱いとなるのか。 

【答】サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 

平成 27年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ（Vol.1）（平成 27年 4月 1日） 

 

【問 2】 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。 

【答】集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をす

ること。 

なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準

額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（平成 27 年 4 月１日）問 10 参照 

平成 30年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）（平成 30年 3月 23日） 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
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  （注）上記参考は平成 27年度報酬改定における資料。 

平成 30年度報酬改定にある 50人以上の減算要件も確認すること。 
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【２人の訪問介護員等による訪問介護】 

○ 単なる安全確保のために行った場合は、原則として算定できない。 

単に安全確保のために深夜の時間帯に２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、

利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、所定単位数の 100分の 200に

相当する単位数は算定されない。 

居宅算定基準留意事項 

 

 

【夜間・早朝・深夜の訪問介護】 

○ 全体のサービス提供時間に占める加算対象時間帯の割合がごくわずかな場合においては、算定でき

ない。 

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間

帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、

加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がご

くわずかな場合においては、当該加算は算定できない。 

居宅算定基準留意事項 

 

 

【特別地域訪問介護加算】 

○ 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所（サテライト事業所）から行われた訪問介護が対象と

なる（熊本県内の該当地域については「対象地域一覧表」【別添資料】を参照。）。 

 「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サ

テライト事業所」という。）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所

が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象と

ならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象となるもので

あること。 

 サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所を本拠とする訪問介護員

等を明確にするとともに、当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別

に行い、管理すること。 

居宅算定基準留意事項 

 

 

○ 特別な理由がある場合には、特別地域加算を意識的に請求しないことは可能である。 

【Ｑ17】特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。 

【Ａ17】加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求し

ないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則で

ある。 

ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減

を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。                                                        

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 
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【特定事業所加算】                      ＜令和３年度：改定＞ 

  特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅴ）の算定要件 

体制要件 ＋ 人材要件（①②両方）＋ 重度要介護者等対応要件    → 特定事業所加算（Ⅰ） 

体制要件 ＋ 人材要件（①又は②）               → 特定事業所加算（Ⅱ） 

体制要件             ＋ 重度要介護者等対応要件    → 特定事業所加算（Ⅲ） 

体制要件 ＋ 人材要件           ＋ 重度要介護者等対応要件    → 特定事業所加算（Ⅳ） 

体制要件 ＋ 人材要件         ＋               → 特定事業所加算（Ⅴ） 

※特定事業所加算（Ⅳ）は、特定事業所加算（Ⅰ）から（Ⅲ）及び（Ⅴ）の各要件と異なる部分が

あるので注意が必要 

 

１ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ） 

【体制要件】 

①事業所の全ての訪問介護員等（登録型を含む。）に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当

該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

②利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所

における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

③指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者（指定居宅サービス等基準第五条第二項に規

定するサービス提供責任者をいう。以下この号において同じ。）が、当該利用者を担当する訪問介護

員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法に

より伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受け

ること。 

④事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を一年以内ごとに一回実施すること。 

⑤緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。（重要事項説明書の交付で可） 

【人材要件】 

①事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が３割以上であること。又は、介護福祉

士、実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・１級課程修了者の占める割合が５割以上であ

ること。 

②全てのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上の実務経験を有す

る実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・１級課程修了者であること（居宅サービス基準

上、１人を超えるサービス提供責任者の配置が必要な事業所については、２人以上が常勤であること

。） 

【重度要介護者等対応要件】 

前年度又は前３月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護４～５である者・認知症

日常生活自立度Ⅲ以上である者・たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニュー

レ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養）の行為を必要とする者の占める

割合が２割以上であること。（割合の計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる

事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環としてたんの吸引等

の業務を行うための登録を受けているものに限られる。） 

「厚生労働大臣が定める基準」（平成27年厚生労働省告示第95号） 
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２ 特定事業所加算（Ⅳ） 

【体制要件】 

①体制要件②から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

②指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

【人材要件】 

居宅サービス基準上配置が必要な常勤のサービス提供責任者が２人以下の事業所であって、配置が必要

なサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以

上配置していること。 

【重度要介護者等対応要件】 

前年度又は前３月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３～５である者・認知症

日常生活自立度Ⅲ以上である者・たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニュー

レ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養）の行為を必要とする者の占める

割合が６割以上であること。（割合の計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる

事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環としてたんの吸引等

の業務を行うための登録を受けているものに限られる。） 

「厚生労働大臣が定める基準」（平成 27年厚生労働省告示第 95号） 

 

３ 特定事業所加算（Ⅴ） 

【体制要件】 

体制要件①から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

【人材要件】 

指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３割以上であ

ること。 

「厚生労働大臣が定める基準」（平成 27年厚生労働省告示第 95号） 

 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 

① 体制要件 

イ 計画的な研修の実施 

加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の体制要件の「訪問介護員等ごとに研修計画の作成」又は加算（Ⅳ）の体制要

件の「サービス提供責任者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者

の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、

（加算（Ⅰ）～（Ⅳ））訪問介護員等又は（加算（Ⅳ））サービス提供責任者について個別具体的な

研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

ロ 会議の定期的開催 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業

所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパ

ーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければ

ならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごと

にいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要
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を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を

いう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告 

「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる

事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載すること

で足りるものとし、１日のうち、同一の訪問介護員が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、

利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供

後の報告を省略することも差し支えないものとする。 

また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による指示及びサービス

提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けるこ

とも差し支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介護員の

間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のためサー

ビス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。 

「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、ＦＡＸ、メール等に

よることも可能である。 

また、訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者

は、文書（電磁的記録を含む。）にて記録を保存しなければならない。 

ニ 定期健康診断の実施 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用す

る労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担

により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも１年以

内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。 

ホ 緊急時における対応方法の明示 

「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間

等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重

要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。 

② 人材要件 

 イ 訪問介護員等要件 

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び１級課程修了者の割合について

は、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、常

勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。ただし、生活援助従事者研修修了者につ

いては、0.5を乗じて算定するものとする。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者とは、

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 
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また、看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とされてい

たことから、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

ロ サービス提供責任者要件 

「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関す

る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。 

なお、ただし書については、指定居宅サービス基準第５条第２項の規定により常勤のサービス提供

責任者を２人配置することとされている事業所については、同項ただし書により常勤のサービス提供

責任者を１人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置すること

で基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を２人以上配置

しなければならないとしているものである。 

また、加算（Ⅳ）については、指定居宅サービス等基準第５条第２項の規定により配置されること

とされている常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定訪問介護事業所であって、基準により配置

することとされている常勤のサービス提供責任者の数（サービス提供責任者の配置について、常勤換

算方法を採用する事業所を除く。）を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置しなけれ

ばならないこととしているものである。 

看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とされていたこと

から、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

ハ 勤続年数要件 

ａ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、令和３

年４月における勤続年数７年以上の者とは、令和３年３月 31 日時点で勤続年数が７年以上である

者をいう。 

ｂ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の

介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として

勤務した年数を含めることができるものとする。 

ｃ 第３号ホ⑵の訪問介護員等の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の

前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するもの

とする。 

 

③ 重度要介護者等対応要件 

加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の重度要介護者等対応要件の要介護４及び要介護５である者又は加算（Ⅳ）の重

度要介護者等対応要件の要介護３、要介護４又は要介護５である者、日常生活に支障を来すおそれのあ

る症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介

護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の割合については、前年度（３月を除く。）

又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員又は訪問回数を用いて

算定するものとする。なお、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者

を、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者」とは、たんの吸

引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる

経管栄養又は経鼻経管栄養）の行為を必要とする利用者を指すものとする。また、本要件に係る割合の

計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士

法の規定に基づく、自らの事業又はその一環としてたんの吸引等の業務を行うための登録を受けている

ものに限られること。 

 

④ 割合の計算方法 

②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。 
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イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）に

ついては、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３月

間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合について

は、直ちに体制届を提出しなければならない。 

居宅算定基準留意事項 

 

○ 算定要件は毎月満たしている必要がある 

【28】訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。

また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか？ 

【答】基本的には、加算取得後の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。 

要件に該当しないことが判明すれば、その時点で（加算の）廃止届出を出し、翌月分から算定しない

取扱いとする。 

平成18年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.2） 

 

○ 特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることはできない。 

【29】訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得

した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱をすることは可能か。 

【答】加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を

是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。したがって、加算を取得するか、あ

るいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択

する必要がある。 

平成18年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.2） 

 

○ 算定要件である計画的な研修は、すべての訪問介護員等が概ね１年に１回以上実施できるように研

修計画の策定を行うこと。 

【問３】特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件

の留意事項を示されたい。 

【答】訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。）ごとに研修計

画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等

の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされている

が、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向

等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施

できるよう策定すること。 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1） 

 

○ 算定要件である健康診断は、すべての訪問介護員等に対して、定期的に実施すること。 

【問４】特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る

要件の留意事項を示されたい。 

【答】本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた
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「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、１年

以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断を、事業所の負担により実施することとしている。 

  また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全

衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない

場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む。）を受診し、そ

の者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費

用については本人負担としても差し支えない（この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する

法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第２１条により労働安全衛生法における健康

診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等につ

いては、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。）。 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1） 

  

○ サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当

する訪問介護員等から適宜報告を受けること。 

【問13】特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による

指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされている

が、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。 

【答】サービス提供責任者は、サービス提供前に訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、事後

に訪問介護員等からの報告を適宜受けることとしているが、下図ＡからＣまでに示す場合について

は、サービス提供責任者が文書等による事前の指示を一括で行い、サービス提供後の報告を適宜ま

とめて受けることも可能である。

 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 24年 3月 16日） 
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○ 重度要介護者等対応要件（重度者が全体に占める割合）のポイント 

①前年度１月当たりの実績の平均又は直近３ヶ月の１月当たりの実績の平均。 

②割合の算出は、利用実人員数でも訪問回数でも可。 

③「日常生活自立度」は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いる（医師の判定がない場合は認定

調査票の記載）。 

【問14】特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が

含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことが

できないのか。 

【答】登録事業所以外であっても、要介護４以上又は認知症自立度Ⅲ以上の割合が20％以上であれば、

重度要介護者等対応要件を満たす（登録事業所に限り、たんの吸引等の行為を必要とする利用者を

重度要介護者等対応要件に関する割合の計算に当たり算入できる。）。 

なお、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸引等の行為を当該登録事業所

の訪問介護員等が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成24年3月16日） 

※特定事業所加算（Ⅳ）の場合は要介護３以上又は認知症自立度Ⅲ以上の割合が60％以上 

 

【問15】 特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。 

【答】重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定する

ものとされているが、例えば下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する（前年度の

平均値の計算についても同様である。）。 

 

（注１）一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。 

（注２）利用者Ｇについては、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所のみ算入可能。 

（注３）例えば、利用者Ｈ、Ｉ、Ｊのように、「要介護度４以上」、「認知症自立度Ⅲ以上」又は 

「たんの吸引等が必要な者」の複数の要件に該当する場合も重複計上はせず、それぞれ「１

人」又は「１回」と計算する。 
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① 利用者の実人数による計算 

・総数（利用者Ｂは２月の利用実績なし） 

１０人（１月）＋９人（２月）＋１０人（３月）＝２９人 

・重度要介護者等人数（該当者Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ） 

６人（１月）＋５人（２月）＋６人（３月）＝１７人 

したがって、割合は１７人÷２９人≒５８．６％≧２０％ 

② 訪問回数による計算 

・総訪問回数 

７９回（１月）＋６３回（２月）＋７５回＝２１７回 

・重度要介護者等に対する訪問回数（該当者Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ） 

６１回（１月）＋４８回（２月）＋５９回（３月）＝１６８回 

したがって、割合は１６８回÷２１７回≒７７．４％≧２０％ 

なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であるが、実際には①か②のいずれかの率

を満たせば要件を満たす。 

また、当該割合については、特定の月の割合が２０％を下回ったとしても、前年度又は前三月の平均

が２０％以上であれば、要件を満たす。 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成24年3月16日） 

 

【緊急時訪問介護加算】 

○ サービス提供責任者について、特に労力がかかる緊急時の対応を評価したもの。 

緊急時訪問介護加算について 

①「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない（当該指定訪問介護を提供した

時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるも

のをいう。）訪問介護（身体介護が中心のものに限る。）を、利用者又はその家族等から要請を受けて

から２４時間以内に行った場合をいうものとする。 

② 当該加算は、１回の要請につき１回を限度として算定できるものとする。 

③ 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と

連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又はその家族等から要請された日時又は時間帯に身体介

護中心型の訪問介護を提供する必要があると判断した場合に加算されるものであるが、やむを得ない

事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身体

介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要で

あったと判断された場合には、加算の算定は可能である。 

④ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任者と介護支援専門員が連携

を図った上、利用者又はその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介

護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所

要時間を変更することは差し支えない。 

⑤ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(4)④及び(5)の規定は適用されないものとす

る。したがって、所要時間が２０分未満であっても、２０分未満の身体介護中心型の所定単位数の算

定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われ

た訪問介護の間隔が２時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を

算定する（所要時間を合算する必要はない。）ものとする。 
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⑥ 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、指定居宅サービス基準第１９

条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算

定対象である旨等を記録するものとする。 

居宅算定基準留意事項 

 

【問31】緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。 

【答】緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。 

① 指定訪問介護事業所における事務処理 

・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。 

・居宅サービス基準第１９条に基づき、必要な記録を行うこと。 

② 指定居宅介護支援における事務処理 

・居宅サービス計画の変更を行うこと（すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の

変更等、最小限の修正で差し支えない。） 

【問32】ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時

訪問介護加算の対象とはなるか。 

【答】この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1） 

 

 

【問16】 緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。 

【答】要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請

内容については適切に把握しておくこと。 

また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状

況を介護支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがたい内容の

サービス提供が必要と判断（事後の判断を含む。）した場合は、実際に提供したサービス内容に応じ

た標準的な時間（現に要した時間ではないことに留意すること。）とすることも可能である。 

なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね２時間未満であっても所要

時間を合算する必要はなく、所要時間20 分未満の身体介護中心型（緊急時訪問介護加算の算定時に

限り、20 分未満の身体介護に引き続き生活援助中心型を行う場合の加算を行うことも可能）の算定

は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確認・健康チェック等の

場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意すること。 

※ 平成21年Q＆A（vol.1）（平成21年3月23日）問20及び平成21年Q＆A（vol.2）（平成21年4月17

日）問14は削除する。 

（削除） 

次のＱ＆Ａを削除する。 

平成21年Q＆A（vol.1）（平成21年3月23日）問25、26、35 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成24年3月16日） 
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【初回加算】 

○ サービス提供責任者について、特に労力がかかる初回時の対応を評価したもの。 

初回加算について 

①本加算は、利用者が過去２月間（暦月）に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受け

ていない場合に算定できるものである。 

②サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第１９条に基

づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は

、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認し

た上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。 

居宅算定基準留意事項 

【問33】初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。 

【答】初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に

算定されるが、この場合の「二月」とは暦月（月の初日から月の末日まで）によるものとする。 

 したがって、例えば、４月１５日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるの

は、同年の２月１日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。 

 また、次の点にも留意すること。 

 ① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。 

 ② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと（介護予防訪問

介護費の算定時においても同様である。）。 

 

【問34】緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。 

【答】緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行っ

た場合に、当然に算定されるものである。 

したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第

８条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利

用者に説明し、同意を得ておく必要がある。 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１） 
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【生活機能向上連携加算（Ⅰ）、（Ⅱ）】 

＜令和３年度：改定＞ 

○ 自立支援型のサービスの提供を促進し、生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション又

は通所リハビリテーションの一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行

し、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職が共同して生活機能の向上を目的とした訪問介

護計画を作成することについて評価したもの。 

 

 

① 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要と

する行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの

中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じ

た具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する指定訪問介護の内容を定めたものでなければ

ならない。 

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、認可病

床数が200 床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所が存在しない

ものに限る。以下２において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下２に

おいて「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する

又は当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレ

ンス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11 年厚生省令第38 号。以下

「指定居宅介護支援等基準」という。）第13 条第９号に規定するサービス担当者会議として開催

されるものを除く。以下①において同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、

移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）

に関する利用者の状況につき、理学療法士等とサービス提供責任者が共同して、現在の状況及びそ

の改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上

で、サービス提供責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場

合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリ

テーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設

若しくは介護医療院である。 

ハ イの訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らし

の中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見

も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上

につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基

本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客

観的な指標を用いて設定すること。 
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ホ イの訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定訪問介護の内容としては、例え

ば次のようなものが考えられること。 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標とし

て座位の保持時間）」を設定。 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５

分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見

守り及び付き添いを行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、

排泄の介助を行う。 

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き

添い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定訪問介護提供時以外のポー

タブルトイレの利用状況等について確認を行う。）。 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの訪問介護計画に基づき提供された初回の指定訪問介護の提供日

が属する月以降３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする

場合は、再度ロの評価に基づき訪問介護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用

者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合

であっても、３月間は本加算の算定が可能であること。 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び指定訪問リハビ

リテーション、指定通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

の理学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言

を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応

を行うこと。 

 

② 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びトを除き、①を適用する。本加算は、理

学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した

上でサービス提供責任者に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき①の訪問介護計画を

作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学

療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 

ａ ①イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、

当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場に

おいて把握し、又は、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携してＩＣＴを活用した動

画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者に

助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合においては、理

学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよ

う、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、ａの助言に基づき、生活機能アセスメント

を行った上で、①イの訪問介護計画の作成を行うこと。なお、①イの訪問介護計画には、ａの助

言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの訪問介護計画に基づき指定訪問介護を提供した初回の月に限り、算定される

ものである。なお、ａの助言に基づき訪問介護計画を見直した場合には、本加算を算定すること

は可能であるが、利用者の急性増悪等により訪問介護計画を見直した場合を除き、①イの訪問介
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護計画に基づき指定訪問介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

ｄ 計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及びの理学療法士等に報告するこ

と。なお、再度ａの助言に基づき訪問介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能であ

る。 

居宅算定基準留意事項 

 

 

【問22】生活機能向上連携加算について、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーショ

ン事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して居宅を訪問する場合に限り算定要件を満

たすのか。 

【答】生活機能向上連携加算の算定は、訪問介護計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業

所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供

責任者が同行する、又は、当該理学療法士等及びサービス提供責任者が、利用者の居宅をそれぞれ

訪問した上で、協働してカンファレンス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

第13条第9号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。）を行った場合に算定

要件を満たすものである。 

※ 平成24年度報酬改定Q＆A(vol.１)(平成24年３月16日)訪問介護の問12は削除する。 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成27年4月1日） 

 

【問3】 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリ

テーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等によ

り」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 

【答】具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問

介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医

療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行

することが考えられる。 

 

平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成30年3月23日） 

 

 生活機能向上連携加算について 

【問１】 「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及

びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサー

ビス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があ

るのか。 

【答】利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ

（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改善可能性の評価

（以下「生活機能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画には、生活機能アセスメ

ントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載

しなければならないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセスメントに留意した助言を行

うことが求められる。 

① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成目標 

③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 
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④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

 

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が考え

られる。 

① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニ

ケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利用者の

自宅（生活の場・介護現場）にてビデオ通話を行うこと。 

② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画によって

利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画の撮影

方法及び撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で動画

撮影を行い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、外部の理学療法

士等が利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用者のＡＤＬ及び

ＩＡＤＬの動画内容は、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）の環境状況、動作の一連

の動き等がわかるように撮影すること。 

また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留意す

ることが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、セキュリティ

が十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報安全管

理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療情報連携において、SNS を利用する際に

気を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外部の理学

療法士等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク

上の端末を利用して行う場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン（第５版）」（平成29 年５月）に対応していることが必要である。 

 

 

平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.4）（平成30年5月29日） 
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【認知症専門ケア加算（Ⅰ）、（Ⅱ）】 

＜令和３年度：改定＞ 

○ 他のサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設。 

 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、算定日が属する月の

前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降に

おいても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の

割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割

合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出（体制届）を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平

成18 年３月31 日老発第0331010 号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の

円滑な運営について」（平成18 年３月31 日老計第0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定す

る「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、登録ヘ

ルパーを含めて、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催

することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」を遵守していること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」

及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

居宅算定基準留意事項 

 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

① 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すお

それのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が１／２

以上であること。 

② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が２０人未満である場合にあ

っては１以上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあっては１に当該対象者の数が１９を

超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な専門

的な認知症ケアを実践していること。 

③ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

 ① イの基準のいずれにも適合すること。 

 ② 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所又は施設全

体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

 ③ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 
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【介護職員処遇改善加算】【介護職員等特定処遇改善加算】 

※ 詳細については、以下を参照すること。 

・介護サービス事業者等集団指導≪共通編≫ 

・「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和 5年 3月 1日

付け老発 0301第 2号）※介護保険最新情報 Vol.1133 

・県、市ホームページ 

熊本県ホームページ：ホーム＞健康・福祉・子育て＞高齢者・障がい者・介護＞高齢者支援課 

           ＞介護報酬改定＞「令和５年度（２０２３年度）介護職員処遇改善加算、

介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加

算について」 

熊本市ホームページ：トップページ＞分類から探す＞しごと・産業・事業者向け＞届出・証明

・法令・規制＞介護・福祉＞介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定

処遇改善加算について 

 

【介護職員等ベースアップ等支援加算】 

※令和 4 年 10 月 1 日から適用。 

〇厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事（市長）に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場

合は、算定した単位数の 1000 分の 24 に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

※ 詳細については、以下を参照すること。 

・介護サービス事業者等集団指導≪共通編≫ 

・「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和 5 年 3 月 1

日付け老発 0301第 2号）※介護保険最新情報 Vol.1133 

 

【介護給付費の割引】 

○ 割引率の設定については、事業所毎が原則である。 

○ 時間帯・曜日・暦日による複数の割引率を設定することは可能であるが、例えば身体介護のみとい

った割引の適用はできない。 

【Ｑ１】訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。 

【Ａ１】事業所毎、介護サービスの種類毎に複数の割引率を設定できることとしたため、身体介護のみ

を割り引くことはできない。 

また、時間帯・曜日・暦日により複数の割引率を設定するため、サービスコードごとに割り引くこ

とはできない。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

○ 提供時間帯別の割引率を設定した場合は、サービス開始時間を基準にすることが標準であるが、実

際の提供時間が割引時間帯に占める割合が大きい（小さい）場合は、事業所の判断により、全体を

割引適用（非適用）とすることができる。 

【Ｑ２】サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に､割引が適用されるのはその時間帯にサ

ービス提供を開始したときか。 

【Ａ２】夜間・早朝、深夜加算と同じく、訪問介護のサービス開始時刻が割引の対象となる時間帯にあ

る場合に、当該割引を適用することを原則とする。 

 ただし、割引の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合

が大きい、あるいは小さい場合は、事業所ごとに当該割引の適用の有無を決めてよい。例えば、割引
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率の適用条件を「午後２時から午後４時まで」としている場合に、 

①サービス開始時刻が午後１時３０分、終了時刻が午後３時３０分のサービスについては、事業所の

判断により、２時間のサービス全体に割引率を適用してもよい。 

②サービス開始時刻が午後３時３０分、終了時刻が午後５時３０分のサービスについては、事業所の

判断により、２時間のサービスの全体に割引率を適用しなくてもよい。 

介護報酬に係るＱ＆Ａについて（平成15年5月30日） 

 
（参考） 共生型訪問介護について  

 障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所（以下「指定居宅介護事

業所等」が以下の基準を満たす場合、共生型訪問介護の指定を受けることができる。 

 

① 人員に関する基準 
 

職 種 名 満 た す べ き 基 準 

従業者（ホームヘルパ

ー） 

 

・共生型訪問介護の利用者と指定居宅介護事業所等の利用者の

員数が当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上 

サービス提供責任者 

 

・指定居宅介護事業所等における利用者及び共生型訪問介護の

利用者の合計数が４０又はその端数を増すごとに１以上 

・共生型訪問介護事業所と指定居宅介護事業所等との兼務は可

能。 

管理者 

 

・指定訪問介護の場合と同趣旨。（基準解釈通知 第３の一の

１の（３）を参照 

・共生型訪問介護事業所と指定居宅介護事業所等との兼務は可

能。 

 

② 設備に関する基準  
・指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていること。 

 

③ 運営等について  
  ・指定訪問介護事業所その他関係施設から、指定居宅介護事業所等が要介護高齢者の支援を行う上

で、必要な技術的支援を受けていること。（居宅基準第３９条の２第２号） 

 

・居宅基準第 39 条の３の規定により、居宅基準第４条及び第２章第４節の規定は、共生型訪問介護

の事業について準用されるものであるため、第３の一の３を参照されたい（居宅基準第 39 条の

３）。 

 

＜参考＞  詳細は居宅算定基準留意事項を確認すること 

◆指定居宅介護事業所が、要介護者へのホームヘルプサービスを行う場合 

・訪問介護と同様の単位数 

・ただし、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等については、６５歳に至るまでに、

これらの研修修了者に係る障害福祉事業所において障害福祉サービスを利用していた高齢

障害者に対してのみ、サービス提供が可能。この場合、所定単位数に70／100等を乗じた

単位数を算定。 
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◆重度訪問介護事業所が、要介護者へのホームヘルプサービスを行う場合 

 ・所定単位数に93／100を乗じた単位数 

・ただし、重度訪問介護従業者養成研修修了者等については、６５歳に至るまでに、これら

の研修修了者に係る障害福祉事業所において障害福祉サービスを利用していた高齢障害者

に対してのみ、サービス提供が可能。 

第二章 訪問介護 

第五節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型訪問介護の基準） 

第三十九条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生型訪問介

護」という。）の事業を行う指定居宅介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十

八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。）第五条第一項に規

定する指定居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号。以下この条及び第百四十条の十四において「障

害者総合支援法」という。）第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。第一号において同じ。）

に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービ

スをいう。第一号において同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

一 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第五条第一項に規定する指定居宅介護事業

所をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業

所（以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定居宅介

護事業所等が提供する指定居宅介護（指定障害福祉サービス等基準第四条第一項に規定する指定

居宅介護をいう。）又は重度訪問介護（以下この号において「指定居宅介護等」という。）の利用

者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合に

おける当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他

の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

                                         居宅基準 

 

（参考） 

～インターネットによる情報の検索～ 

○ 「介護保険法」、「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」、「指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準」など 

法令データ提供システム 

（https://elaws.e-gov.go.jp/） 

「法令索引検索」に法令名を入れて検索。 

○ 厚生労働省の告示 

厚生労働省法令等データベースシステム 

（https://www.mhlw.go.jp/hourei/） 

「法令検索」を利用して検索。 

○ 国の解釈通知や Q&A 

ワムネット（http://www.wam.go.jp/） 

トップ → 介護 →行政情報（介護）をクリック 

○ 熊本県からのお知らせ等 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.wam.go.jp/
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熊本県ホームページ(ホーム＞健康・福祉・子育て＞高齢者・障がい者・介護＞高齢者支援課 

＞介護サービス事業所) 

（http://www.pref.kumamoto.jp/） 

○ 熊本市からのお知らせ等 

熊本市ホームページ(トップ→ しごと・産業・事業者向け → 届出・証明・法令・規制 → 介護・福祉) 

（http://www.city.kumamoto.jp/Default.aspx） 

http://www.city.kumamoto.jp/Default.aspx
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特別地域加算等に係る対象地域一覧表 別紙２

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 R3.6～

市町村名 離島振興対策実施地域 振興山村 厚生労働大臣が別に定める地域 辺地 半島地域 特定農山村 過疎地域

根拠条文 離島振興法第２条第１項 山村振興法第７条第１項

厚生大臣が定める特例居宅
サービス費等の支給に係る
離島その他の地域の基準
第六号

辺地に係る公共的施設の総
合整備のための財政上の特
別措置等に関する法律第２
条第１項

半島振興法第２条第1項

特定農山村地域における農
林業等の活性化のための基
盤整備の促進に関する法律
第２条第１項

過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法第
２条、第３条、第４２条

特別地域加算 ○ ○ ○

中山間地域等における小規模

事業所加算 ○ ○ ○ ○

中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算
○ ○ ○ ○ ○ ○

八代市

旧坂本村旧下松求麻村
旧坂本村旧百済来村
旧東陽村旧河俣村
旧泉村

坂本町（坂本、荒瀬、葉木、
鎌瀬、中津道及び市ノ俣に
限る）
東陽町小浦（内の原、箱石
に限る）

深水、辻、責・川原谷、小川
内、木々子、内の木場、仁
田尾、樅木、釈迦院

旧坂本村
旧東陽村
旧泉村

旧坂本村
旧東陽村
旧泉村

人吉市 鹿目町、田野町 全域

水俣市 旧久木野村 本井木・岩井口 全域 全域

玉名市 奥野、大栄
旧八嘉村
旧米富村

山鹿市
旧鹿北町旧岳間村
旧菊鹿町旧内田村

茂田井、曲野、荒平、小川
内・後川内、麻生、柚の木
谷、上中、底野、柏の木、矢
谷、上内田、山内、池永、岩
倉

旧山鹿市 旧三岳村
旧山鹿市 旧三玉村
旧鹿北町
旧菊鹿町 旧内田村
旧鹿央町 旧米野岳村
旧鹿央町 旧山内村

全域（みなし指定）

菊池市 旧龍門村

小木、班蛇口、柏木護、杉
生、伊牟田、原本村、平山
若木、桜ヶ水、龍門、重味、
塚原、雪野市野瀬

旧菊池市
旧旭志村

宇土市
扇谷・飯塚、花園、網田、網
津

全域
旧緑川村
旧網田村

上天草市
湯島（旧大矢野町）
中島（旧松島町）

旧松島町旧教良木河内村
湯島、西目、星平、大作山、
下桶川

全域
旧松島町
旧姫戸町
旧龍ヶ岳町

全域

宇城市
古場、八柳・千房、古屋敷、
大見、舞鴫、平原、向山、山
田、馬場、底江

旧不知火町
旧三角町

旧三角町旧大岳村 旧三角町、旧豊野町

阿蘇市
旧一宮町旧古城村
旧一宮町旧中通村

遊雀、立塚、横堀、坂の上、
荻の草

全域 旧波野村、旧阿蘇町

天草市
横浦島（旧御所浦町）
牧島（旧御所浦町）
御所浦島（旧御所浦町）
横島（旧新和町）

旧本渡市旧枦宇土村
旧牛深市旧二浦村
旧天草町旧福連木村
旧天草町旧下田村

方原上・下、平・市古木、長
迫、池田、山浦、外平、　大
浦・元浦、牧島、横浦島、嵐
口、御所浦、大河内、宮南、
上大多尾、碇石、石立、金
山、板之河内、女岳、今村

全域（旧御所浦町を除く）

旧本渡市
旧牛深市
旧有明町
旧御所浦町
旧倉岳町
旧新和町
旧五和町
旧天草町
旧河浦町

全域

美里町
坂本、中、払川、椿・下草
野、松野原、川越、甲佐平、
早楠、柏川

旧中央町旧年袮村
旧砥用町

全域

南関町 全域

長洲町 旧六栄村

和水町 坂本、上十町 旧三加和町 全域

大津町 旧瀬田村 真木、新小屋 旧瀬田村

南小国町 全域 黒川、波居原、吉原 全域 全域

小国町 全域
岳の湯、明里、田原、北河
内、麻生鶴、名原

全域 全域

産山村 全域 片俣 全域 全域

高森町 旧草部村
中、矢津田、草部、芹口、菅
山、永野原、下切、津留、野
尻、河原、尾下

旧草部村
旧野尻村

全域

西原村 旧河原村 桑鶴、宮山、下あげ 旧山西村

南阿蘇村 旧久木野村 沢津野・乙ヶ瀬
旧久木野村
旧長陽村

全域（みなし指定）

御船町
浅の薮・間所、田代東部、田
代西部、水越

旧滝水村
旧陣村

益城町 全域

甲佐町 旧宮内村 坂谷
旧甲佐町
旧宮内村
旧竜野村

全域

山都町
旧矢部町旧白糸村
旧清和村旧小峰村

井無田、大平、高月、郷野
原、鶴ヶ田、仏原、安方

島木４区、島木２区、下鶴、
菅、目丸、猿渡、三ヶ、柚
木、麻山後谷、御所、緑川、
原尻、郷野原、川口、木原
谷、井無田、鶴底、法連寺・
日名田、高月、尾野尻、長
崎、橘、花上、下山、大見
口、上差尾、玉目、高畑、東
竹原、柳、高辻、伊勢、長
谷、神の前、塩出迫、八木、
小峰

全域 全域

芦北町
旧芦北町旧大野村
旧芦北町旧吉尾村

岩屋川内、海路、大野、西
告、東告

全域 全域

津奈木町 全域 全域

多良木町 旧久米村 槻木、柳野、宮ヶ野、赤木 全域 全域

湯前町 全域 全域

水上村 全域
江代、舟石・高澄、川内、本
野・笠振

全域 全域

相良村 旧四浦村 全域 全域

五木村 全域 小鶴、平瀬、内谷 全域 全域

山江村 全域 尾崎、屋形 全域 全域

球磨村 全域
糸原・立野、毎床・大無田、
浦野、神瀬、岳本・黒白

全域 全域

あさぎり町 旧上村 平山、阿蘇 旧上村 全域

苓北町 全域 全域 旧都呂々村 全域

※中山間地域等における小規模事業所加算の対象地域については、上記一覧表の該当地域のうち、特別地域加算の対象地域を除いた地域となります。

に係る対象地域一覧表

特別地域・中山間地域に係る対象地域一覧表 


